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第１章 小樽市強靱化計画について 
 

１ 策定趣旨 
 

国は、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災の教訓を生かし、近い将来に発生が懸念さ

れている首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模自然災害への備えとして、災害により致

命的な被害を負わない「強さ」と、被災しても速やかに回復する「しなやかさ」を併せ持つ

強靱な国づくりを推進するため、平成 25 年 12 月に「強くしなやかな国民生活の実現を図

るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」（以下「基本法」という。）を施行しま

した。平成 26 年 6 月には、基本法に基づく国土強靱化に関する国の計画等の指針となる

「国土強靱化基本計画」が策定されました。その後、平成 30 年 12 月には策定後に発生し

た自然災害から得られた教訓や社会経済情勢を反映した計画へと見直しが行われ、令和５年

7 月には、その後の社会情勢の変化やコロナ禍における災害対応などの知見等を踏まえた計

画の見直しが行われ、引き続き強靱化施策への取組が進められています。 

また、北海道においても、高い確率で発生が想定されている日本海溝･千島海溝周辺海溝

型地震をはじめ、火山噴火や豪雨･豪雪などの自然災害リスクに対する取組を進め、平成 27

年３月に北海道の強靱化を図るための地域計画として「北海道強靱化計画」を策定し、令和

７年３月に、直近の自然災害から得られた知見や国の基本計画見直しなどを踏まえ、第３期

の北海道強靭化計画が策定され、強靭化施策に取り組んでいます。 

本市も、これまで学校施設の耐震化や防災マップの作成のほか、平成 30 年 9 月に発生し

た北海道胆振東部地震に伴う大規模停電の教訓を踏まえて非常用電源の整備や情報伝達手段

の重層化を進めるなど、防災力の強化に取り組んでいますが、今後起こり得る大規模自然災

害から市民の生命・財産を守り、本市の持続的な発展を図ることや国・道全体の強靱化計画

を進めるうえでも、狭い意味での「防災」に留まらず、幅広い視点でより一層の対策を進め

ることが不可欠です。 

このため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策を、まちづくりや産業政策も含

めた総合的な取組として計画的に実施し、本市の強靱化を推進するため、「小樽市強靭化計

画」を令和２年１１月に策定しています。この度、計画期間を終えることから、国や北海道

と同様に、予測される自然災害リスクや気候変動の影響、社会情勢の変化等を踏まえ、本計

画の改定を行いました。 

 

 

２ 計画の位置付け 
 

本計画は、基本法第 13 条に基づく国土強靱化地域計画として策定し、国土強靱化基本計

画及び北海道強靱化計画との調和を図ります。 

また、本市の最上位計画である「第 7 次小樽市総合計画」に基づく、本市強靱化に係る総

合的な計画であるとともに、強靱化に関する分野別計画の指針として位置付けます。 

 

 

 



- 2 - 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

 

本計画の推進期間は、国土強靱化基本計画及び北海道強靱化計画と調和を図る観点から、

両計画と同様の概ね５年とします。 

 

 

４ 地域防災計画との関係 

 

本市における災害への取組について定めた計画として、既に「小樽市地域防災計画」があ

ります。 

地域防災計画は、主に地震や洪水など個別の自然災害ごとに対策等を定めるものであり、

災害対策を実施する上での予防や発災後の応急対策等に視点を置いた計画となっています。 

これに対して国土強靱化地域計画は、平時の備えを中心に、まちづくりの視点も合わせた

ハード・ソフト両面での包括的な計画となります。 

両者は互いに密接な関係を持ちつつ、それぞれが自然災害の発生前後において必要とされ

る対応について定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７次小樽市総合計画 

小樽市強靱化計画 
（国土強靱化地域計画） 

平時の備えを中心に、まちづくりの視点も合わせた

ハード・ソフト両面での包括的な計画 

小樽市地域防災計画 

（市町村地域防災計画） 

主に地震や洪水など個別の自然災害ごとに対策等を 

定めるものであり、災害対策を実施する上での予防や 
発災後の応急対策等に視点を置いた計画 

・災害予防 

・迅速な復旧体制の整備 
・応急対策 ・大規模自然災害への平時の備え 

（まちづくりの視点） 

 

発災前 発災後 

小樽市強靱化計画 

強
靱
化 

関
連
計
画 

北海道強靱化計画 

国土強靱化基本計画 

調和 調和 

強
靱
化 

関
連
計
画 

強
靱
化 

関
連
計
画 
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第２章 小樽市強靱化の基本的な考え方 
 

１ 小樽市の概況 

 

（1）位置及び面積 

位置 
面積 海岸線 

広ぼう 

東経 北緯 東西 南北 

140°59'40" 43°11'27" 243.83k㎡ 68.62㎞ 36.47㎞ 20.39㎞ 

 

（2）地勢 

本市は、山系がそのまま海上に突出した地形を示し、平野部が少なく丘陵と山地が大部

分を占めています。このため河川の延長は短く急流であり、流量も降水量に応じ短時間に

著しく増減します。また、地質は第三紀の火山岩類と堆積岩類、第三紀～第四紀の火山岩

類（安山岩類）及び第四紀の段丘や氾らん原堆積物及び埋土から構成される。地形は地質

を反映し、第三紀～第四紀の火山岩類（安山岩類）は山頂がやや平坦な山地形、火山岩類

及び堆積岩類は丘陵～段丘地形を形成しています。本市に分布する火山岩類と堆積岩類

は、局部的に風化変質作用を受け一般に上層部は軟らかい状況です。 

地震については、太平洋側に比べると少ないものの、日本海側でも昭和 15 年の積丹半

島沖地震や、奥尻町などに大きな被害をもたらした「平成５年（1993 年）北海道南西沖

地震」など津波を伴う地震も発生しています。 

 

（3）気象 

本市は、突出した積丹半島から深く湾曲した石狩湾の懐にあり、海洋性の気候で夏は

海陸風がめだち、冬の季節風は北海道西岸では弱い方です。四季を通して気温の格差も

小さく、比較的温暖な気候です。 

 

・暖候期  

この期間の主風系は南西と北東で、海陸風がめだち、特に４月・５月は南西の風が強ま

り、フェーン現象を伴い空気が乾燥し火災のおこりやすい気象状態となります。７月下旬

から８月中旬にかけては本格的な夏となり、夏日の平年値は 39.6 日、真夏日の平年値は

5.3 日、最高気温の極値は 36.2℃となっています。８月頃から雨量が多くなり、台風や

低気圧の影響で大雨による災害が過去に発生しています。なお、日降水量の最大値は

161.0 ㎜となっており、平成 16 年の台風第 18 号上陸時には最大瞬間風速は 44.2m/s

を記録しています。 

 

・寒候期 

冬は西南西の風が主風系で、この風は離岸風となるため季節風としては弱い方です。 

気温は全道的にみると温暖で、最低気温の記録は－18.0℃にとどまっています。天気

は日本海特有の変化を示し、12 月から２月は曇りや雪の日が多い状況です。北海道南部
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に優勢な低気圧があり石狩湾に副低気圧が発生した場合には大雪になる傾向があります。

積雪量は全道でも多い方で、最深積雪の記録は 173 ㎝です。10 月下旬には初霜・初雪が

みられ、初雪の最早記録は 10 月 13 日です。小樽港は、潮汐の干満差は小さいですが、

北寄りの風が強まるとその影響で港内の波が高くなります。港内外とも結氷はなく、濃霧

もまれにあります。 

 

２ 小樽市強靱化計画の基本目標 

 

本市は海・山・坂と変化に富んだ地形に加え、四季折々の表情を見せる豊かな自然に恵ま

れ、歴史的建造物などの景観資源と一体となって本市の魅力を形成している一方で、これら

は土砂災害や風水害、雪害のほか、老朽化した建築物による被害の拡大など、様々な災害リ

スクにもつながっています。 

こうした大規模自然災害から市民や本市を訪れる観光客等の生命・財産を守るとともに、

市民や企業の活動を支える社会経済システムをできる限り維持し、迅速な復旧・復興が可能

となるよう備えることが、本市のまちづくりを進める上での重要課題です。 

また、本市は港湾、鉄道、高速道路、工業団地などの交通・産業基盤を有しており、これ

らの強みを生かして国及び北海道全体の強靱化に貢献するバックアップ機能を強化していく

ことが求められています。 

 本市が推進する強靱化の取組は、大規模自然災害による甚大な被害と復興の遅れによるま

ちの衰退を防ぐとともに、平時におけるまちの機能や魅力の向上を図り、持続的な成長に資

するものでもあります。 

 さらに、令和６年１月に発生した能登半島地震において、電気、ガス、上下水道等のライ

フラインへの被害のほか、道路、鉄道等の交通インフラへの甚大な被害が生じたことや、自

然災害リスクに加え、避難施設における新興感染症のまん延や生活環境の悪化による災害関

連死といった新たなリスクなど、様々な自然災害から得られる教訓や知見を踏まえる必要が

あります。 

 こうした考え方のもと、国土強靱化基本計画の基本目標に配意しつつ、北海道強靱化計画

の目標と調和した三つの基本目標を掲げ、その実現に向けた施策を推進します。 
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国土強靱化基本計画の基本目標 

⑴ 人命の保護が最大限図られる 

⑵ 国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を

受けず維持される 

⑶ 国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

⑷ 迅速な復旧復興 

北海道強靱化計画の目標 

⑴ 大規模自然災害から道民の生命・財産と北

海道の社会経済システムを守る 

⑵ 北海道の強みを活かし、国全体の強靱化に

貢献する 

⑶ 北海道の持続的成長を促進する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 基本目標の達成に向けた強靱化施策の設定プロセス 

 

国土強靱化を図る上で必要な事項を明らかにするため、大規模自然災害等に対する脆弱性

の分析・評価（以下、「脆弱性評価」という。）を行います。脆弱性評価は、北海道強靱化

計画を基に、本市の地域特性を踏まえて「リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事

態）」を設定した上で、これに対する地域の弱点や現状の施策の対応力等について分析・評

価を行い、本市の強靱化に向けた課題を整理します。 

そして、リスクシナリオを回避するため、脆弱性評価を踏まえて、施設の耐震化などの

「ハード対策」と、情報発信、防災訓練、防災教育などの「ソフト対策」を適切に組み合わ

せた「施策プログラム」を設定します。この際、本計画が適切に取り進められるよう、施策

の進捗状況や成果を定量的に把握するため、各種計画で掲げられている指標のうち、本計画

の推進に資する指標を引用又は参考にするなど、可能な限り数値目標を設定します。 

また、施策プログラムを推進するための具体策となる「推進事業」を示します。 

 

 

 

 

 

 

  

「リスクシナリオ（起

きてはならない最悪の

事態）」の設定 

【脆弱性評価】 

リスクシナリオの回避に

向けた現行施策の対応力

等について分析･評価 

・施策プログラムの

設定 

・推進事業の設定 

小樽市強靱化計画の基本目標 

（１）大規模自然災害から市民等の生命・財産と社会経済システムを守る 

（２）小樽市の強みを活かし、国・北海道の強靱化に貢献する 

（３）小樽市の持続的成長を促進する 
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４ 本計画で想定するリスク 

 

国土強靱化基本計画や北海道強靱化計画と同様に、大規模自然災害全般をリスクの対象と

し、過去に発生した災害及び公表されている災害想定を踏まえて、具体的なリスクを想定し

ます。 

また、基本目標（２）に掲げる国・北海道の強靱化に貢献する観点から、国及び北海道に

大きな被害をもたらす大規模自然災害についてもリスクの対象とします。 

本計画で想定する主な自然災害リスクについては、過去の被害状況のほか、特に地震・津

波については、国や道で具体的に想定する発生確率や被害想定などを明記することとして、

以下に災害事象ごとに概略を提示します。 

 

＜想定するリスク＞ 

 

 

 

 

（1）過去の主な自然災害 

 

①地震・津波 

発生年月日 災害名 災害の概要 

昭和 15 年 

8 月 2 日 
地震・津波 震源：積丹半島沖（M7.5）、津波 1.5ｍ 

平成 5 年 

7 月 12 日 

地震・津波 

（北海道南西

沖地震） 

・M7.8、小樽は震度５を記録、津波到達高は小樽港で 0.8ｍ 

・住宅一部破損 14 棟、道路被害 2 か所、港湾被害 1 か所 

・商工業被害 3 件ほか被害総額 54,647 千円 

平成 15 年 

9 月 26 日 

地震（十勝沖

地震） 

・M8.0、小樽は震度４を記録 

・市内約 11,000 世帯で停電 

・市民会館・蘭島下水終末処理場・市立小樽病院・北山中学校・

旧日本郵船株式会社小樽支店で軽微な被害 

平成 30 年 

9 月 6 日 

地震・大規模

停電 

（北海道胆振

東部地震） 

・M6.7、小樽市は震度４を記録 

・地震発生直後から市内全域（約 65,600 戸）で大規模停電発生、

7 日 23 時頃全域復旧 

・避難所開設（7 小学校） 

・観光客向け避難所開設（ウイングベイ小樽） 

・備蓄食料、支援食料配付 

 

 

②風水害 

発生年月日 災害名 災害の概要 

昭和 36 年 

7 月 24 

～26 日 

集中豪雨 

・降り始めから終わりまで 194.7mm 

・床上浸水 144 棟、床下浸水 978 棟、崖崩れ 10 か所、橋流失

１、家屋半壊４棟 

・農作物被害 352ha、被害総額 3,253 千円 

地震・津波 風水害 雪害 土砂災害 
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昭和 37 年 

8 月 3～4 日 
台風（9 号） 

・8 月 2 日夕刻から 4 日朝までの降雨量 267mm 

・被害戸数 2,896 戸 3,833 世帯 

・死者 6 名、行方不明 2 名、重傷 2 名 

・被害総額 19 億 2,300 万円余 

・災害救助法の適用、自衛隊災害派遣要請 

昭和 62 年 

9 月 1 日 

暴風雨 

（台風12号） 

・家屋の一部破損 123 棟、文教施設被害 27 か所、福祉施設被害 5

か所、公園樹木 36 本 

・農業被害 222ha、漁船破損４隻、被害総額 1 億 5,700 万円余 

昭和 63 年 

10 月 29 日 
暴風波浪 

港湾施設 8 か所、漁船破損 6 隻、漁網被害 74 件、農業被害 1ha ほ

か被害総額 9,400 万円余 

平成 16 年 

9 月 8 日 
台風（18 号） 

・瞬間最大風速 44.2m/秒を観測（観測史上第 1 位） 

・人的被害 41 名（重症 14 名） 

・住家半壊 15 棟・一部損壊 523 棟 

・畑作物被害 13ha・営農施設被害 78 農家、商業被害 85 件、工業

被害 46 件など。被害総額１２億４，１００万円余 

平成 29 年 

7 月 16 日 
大雨 

・低気圧による、1 時間に約 80 ㎜（レーダー解析）の猛烈な雨 

・1 時間降水量の日最大値観測史上 1 位を更新（50.5 ㎜） 

・記録的短時間大雨情報、土砂災害警戒情報発表 

・道路冠水のほか商業施設が浸水 

令和 5 年 

9 月 12 日 
落雷・大雨 

・日最大 10 分降水量観測史上１位を更新（23.0 ㎜） 

・土砂災害 3 件、道路冠水 125 件、家屋浸水 17 件など計 185 件

の被害。 

 

③雪害 

発生年月日 災害名 災害の概要 

平成 8 年 

1 月 9 日 
暴風雪 

・日合計値の観測史上最高の 84cm の降雪量を記録（8 日 9 時～9

日 9 時） 

・9 日の夕方近くまで国道 5 号線張碓付近不通、札樽バイパス不

通、JR 小樽札幌間運休、中央バス運休など、交通まひ状態が続

き、市民生活、経済活動に支障を来した。 

・緊急雪害対策室設置、自衛隊災害派遣要請 

 

④土砂災害 

発生年月日 災害名 災害の概要 

平成 19 年 

4 月 30 日 

土砂災害 

（融雪による

地滑り） 

・札樽ゴルフ場クラブハウス直下 100m 付近で発生、スキー場下の

市道及び道道に土砂流出 

・土砂流出量：7,500～8,000 ㎥、崩落範囲：幅員 120m、延長

150ｍ 

 

（２）想定する自然災害 

① 地震・津波の想定 

北海道の地震は、千島海溝や日本海溝から陸側へ潜り込むプレート境界付近やアムー

ルプレートの衝突に伴って日本海東縁部付近で発生する海溝型地震と、その結果圧縮さ

れた陸域で発生する内陸型地震に大きく２つに分けることができます。 

なお、今のところ本市に明瞭な活断層※1 は確認されていません。 

※1「活断層」…最近の地質時代に繰り返し活動し、将来も活動すると推定される断層のこと。内陸型地震を起こす原因 
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ア 本市に直接的な被害が想定される主な地震 

○日本海沿岸における北は稚内市の北側から、南は秋田県の西側までの 15 断層モデル

による地震（最大津波高 8.3m の津波）  

【被害想定】 

地震動 6.3（震度 6 強） 

建物被害 全壊 920 棟（留萌沖の断層で冬の夕方に発生） 

人的被害 

死者  870 人 

（稚内市付近の断層で夏の昼間に発生かつ早期避難率が低い場合） 

負傷者 600 人 

（留萌沖の断層で夏の昼に発生かつ早期避難率が低い場合） 

避難者数 
避難者 11,000 人（留萌沖の断層で冬の夕方の発生直後） 

避難所避難者 7,400 人、避難所外避難者 3,600 人 

上水道の被害 
断水人口 8,400 人（留萌沖の断層で発生直後） 

1 日後 5,700 人 2 日後 5,400 人 

下水道の被害 下水道支障人口 106,000 人（留萌沖の断層で発生直後） 

交通施設被害 
道路被害 60 か所（留萌沖の断層で発生） 

橋梁被害 10 か所（留萌沖の断層で発生） 

※ 令和 7 年 6 月に北海道から公表された「日本海沿岸の地震・津波被害想定」の 15 断層モデルから数値が大きい

ものを抜粋 

※ 下水道の被害は、浸水域で処理場停止等による影響人口を推定し、機能支障人口としている。 

※ 令和 6 年 1 月 1 日現在の住民基本台帳人口から算定 

 

【津波の想定】 

地点名 第１波到達時間 最大遡上高 

蘭島 26分 4.60m 

塩谷漁港 26分 7.83m 

祝津 30分 3.41m 

高島 33分 3.44m 

小樽港 36分 4.55m 

船浜町 36分 4.78m 

銭函二丁目 46分 6.05m 

※北海道が平成 29 年 2 月に公表した津波浸水想定（最大クラスの津波を想定）から、市内代表地点の予測値を抜粋したもの 

 

○地震調査研究推進本部が評価を発表している活断層帯で発生する地震（抜粋） 

・増毛山地東縁断層帯…沼田町から月形町に至る断層帯です。全体として M7.8 程度

の地震が想定され、30 年以内の地震発生確率は 0.6％以下 

・石狩低地東縁断層帯主部…美唄市から安平町に至る断層帯です。全体として M7.9

程度の地震が想定され、30 年以内の地震発生確率はほぼ 0％ 

・黒松内低地断層帯…寿都町から長万部町に至る断層帯です。全体として M7.3 程度

以上の地震が想定され、30 年以内の地震発生確率は最大 5％ 

・当別断層…当別町を南北方向に延びる断層です。全体として M７.0 程度の地震が

想定され、30 年以内の地震発生確率は最大 2％ 
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○札幌市が想定する札幌市直下の伏在活断層※1 で発生する地震 

・野幌丘陵断層帯 M7.5、月寒断層 M7.2、西札幌断層 M6.7、いずれも最大震度 7

を想定 

※1「伏在活断層」…地表に断層が現れない地域で、液状化跡などから活断層の存在を推定したもの 

 

イ 国・北海道の強靱化に貢献する観点で想定する主な地震 

○日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 

・十勝沖から択捉島沖における 30 年以内にＭ8.8 程度以上の地震発生確率は７～

40％程度。根室沖における 30 年以内にＭ7.8～8.5 程度の地震発生確率は 80％

程度（2024 年 1 月 地震調査研究推進本部長期評価） 

・最大クラスの津波が発生した場合、想定される沿岸最大水位は 26.5ｍ（2021 年 

7 月 北海道太平洋沿岸津波浸水想定） 

・被害想定（2022 年 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定について） 

日本海溝モデル･･･全壊棟数約 13.4 万棟、死者数約 14.9 万人 

千島海溝モデル･･･全壊棟数約 5.1 万棟、死者数約 10.6 万人 

 

○首都直下地震 

・発生確率･･･Ｍ７クラス、30 年以内に 70％ 

・被害想定･･･死者 2.3 万人、負傷者 12.3 万人、避難者 720 万人、建物全壊 61 

万棟、経済被害 95.3 兆円、被害範囲１都８県 

 

○南海トラフ地震 

・発生確率･･･Ｍ８～Ｍ９クラス、30 年以内に 70～80％程度 

・被害想定･･･死者 23.1 万人、負傷者 52.5 万人、避難者 880 万人、建物全壊

209.4 万棟、経済被害 213.7 兆円、被災範囲 40 都府県（関東、北陸以西） 

 

② その他の自然災害の想定 

風水害、雪害、土砂災害は、上記「（1）過去の主な自然災害」で記した最大規模の

災害を参考にこれらの災害が発生することを想定しています。 

 

 

 

【第２章の出典】 

・小樽市地域防災計画（令和 6 年 9 月） 

・小樽市耐震改修促進計画（令和４年３月） 

・北海道地域防災計画（地震・津波防災計画編 令和６年１月一部修正） 

・北海道強靱化計画（令和７年３月策定） 

・札幌市 第４次地震被害想定（令和３年８月） 
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第３章 脆弱性評価及び施策プログラム 
 

１ 施策体系 

 

（1）リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」の設定 

北海道強靱化計画で設定されているリスクシナリオを基本として、本市の地域特性を踏

まえ、７のカテゴリーと 20 の「リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）」を設

定します。 

 

【リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」】 

カテゴリー【７】 リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」【２０】 

1 人命の保護 

1-1 地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う多数の死傷者の

発生  

1-2 土砂災害による多数の死傷者の発生  

1-3 大規模津波等による多数の死傷者の発生 

1-4 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水  

1-5 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う多数の死傷者の発生  

2 

救助・救急活動

等の迅速な実施

や避難生活環境

の確保 

2-1 防災関係機関の被災等による救助・救急活動の停滞  

2-2 被災地における保健・医療・福祉機能等の麻痺  

2-3 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネル

ギー供給の長期停止  

2-4 避難施設やトイレ、暖房の不足等による劣悪な避難生活、不十分な

健康管理がもたらす災害関連死等の発生 

3 行政機能の確保 3-1 市内外における行政機能の低下による市民生活の混乱 

4 

経済活動の機能

維持 

  

4-1 長期的又は広範囲なサプライチェーンの寸断や中枢機能の麻痺等によ

る企業活動等の停滞 

4-2 市内外における物流機能等の大幅な低下 

4-3 食料の安定供給の停滞に伴う市民生活・社会経済活動への甚大な

影響 

5 

情報通信網や電

力等ライフライン、

交通ネットワークの

確保 

5-1 通信インフラの障害等による情報収集・伝達の不備 

5-2 長期的又は広範囲なエネルギー供給の停止 

5-3 上下水道等の長期間にわたる機能停止 

5-4 市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止 

6 
迅速な復旧･復

興等 

6-1 災害廃棄物の処理の停滞等による復旧・復興の大幅な遅れ  

6-2 復旧・復興等を担う人材の絶対的不足 

７ 
歴史文化資源の
保全 7-1 貴重な歴史文化資源の喪失 
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（2）施策プログラムの設定 

20 のリスクシナリオを設定から、その要素を細分化した施策項目ごとに脆弱性評価を

行うとともに、リスクシナリオの回避に向けた施策プログラムを設定します。 

カテゴリー 施策プログラム 

1 人命の保護 

1-1 地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う多数の死傷者の発生 

 

1-1-1 住宅・建築物等の耐震化 

1-1-2 建築物等の老朽化対策 

1-1-3 指定避難所等の普及・啓発の推進、開設・運営の充実及び指定等 

1-1-4 地盤等の情報共有 

1-1-5 防災対策・火災予防 

1-2 土砂災害による多数の死傷者の発生 

 
1-2-1 警戒避難体制等の整備 

1-2-2 土砂災害防止対策 

1-3 大規模津波等による多数の死傷者の発生 

 1-3-1 津波避難体制等の整備 

1-4 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水 

 
1-4-1 洪水・内水ハザードマップの作成 

1-4-2 河川改修等の治水対策 

1-5 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う多数の死傷者の発生 

 
1-5-1 暴風雪時における道路管理体制の強化 

1-5-2 除雪体制の確保 

2 

 

救助・救急活

動等の迅速な

実施や避難生

活環境の確保 

 

2-1 防災関係機関の被災等による救助・救急活動の停滞 

 
2-1-1 防災訓練等による救助・救急体制の強化 

2-1-2 消防活動等に要する情報基盤、資機材の整備 

2-2 被災地における保健・医療・福祉機能等の麻痺 

 

2-2-1 保健所機能の充実 

2-2-2 被災時の保健医療支援体制の強化 

2-2-3 災害時における福祉的支援 

2-3 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネル

ギー供給の長期停止 

 
2-3-1 物資供給等に係る連携体制の整備 

2-3-2 非常用物資の備蓄促進 

2-4 避難施設やトイレ、暖房の不足等による劣悪な避難生活、不十分な健康

管理がもたらす災害関連死等の発生 

 

 

2-4-1 避難所等の生活環境の改善、健康への配慮 

2-4-2 冬期を想定した避難所等の対策 

3 行政機能の確

保 

3-1 市内外における行政機能の低下による市民生活の混乱 

 

 

3-1-1 災害対策本部機能等の強化 

3-1-2 行政の業務継続体制の整備 

3-1-3 広域応援・受援体制の整備 
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カテゴリー 施策プログラム 

4 

経済活動の機

能維持 

 

4-1 長期的又は広範囲なサプライチェーンの寸断や中枢機能の麻痺等による

企業活動等の停滞 

 
4-1-1 リスク分散を重視した企業立地等の促進 

4-1-2 企業の事業継続体制の強化 

4-2 市内外における物流機能等の大幅な低下 

 
4-2-1 港湾の機能強化 

4-2-2 陸路における物流拠点の機能強化 

4-3 食料の安定供給の停滞に伴う市民生活・社会経済活動への甚大な影響 

 
4-3-1 食料生産基盤の整備  

4-3-2 市内食料品の流通体制の確保   

 

５ 
 

情報通信網や

電力等ライフ

ライン、交通

ネットワーク

の確保 

5-1 通信インフラの障害等による情報収集・伝達の不備 

 

5-1-1 関係機関の情報共有化 

5-1-2 住民等への情報伝達体制の強化 

5-1-3 外国人、観光客、高齢者等の要配慮者対策 

5-1-4 帰宅困難者対策の推進 

5-1-5 地域防災活動、防災教育の推進 

5-2 長期的又は広範囲なエネルギー供給の停止 

 

5-2-1 再生可能エネルギーの推進 

5-2-2 電力基盤等の整備 

5-2-3 石油燃料供給の確保等の防災対策 

5-3 上下水道等の長期間にわたる機能停止 

 
5-3-1 水道施設等の防災対策 

5-3-2 下水道施設等の防災対策 

5-4 市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止 

 
5-4-1 交通ネットワークの整備 

5-4-2 道路施設の防災対策等 

６ 
迅速な復旧･

復興等 

6-1 災害廃棄物の処理の停滞等による復旧・復興の大幅な遅れ 

 6-1-1 災害廃棄物の処理体制の整備 

6-2 復旧・復興等を担う人材の絶対的不足 

 
6-2-1 災害対応に不可欠な建設業との連携 

6-2-2 災害ボランティアの活用体制の整備 

７ 
歴史文化資源
の保全 

7-1 貴重な歴史文化資源の喪失 

 7-1-1 歴史文化資源の保全及び防災対策等 
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２ 脆弱性評価及び施策プログラム 

 

（1）人命の保護 

１－1 地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う多数の死傷者の発生 

 

【1-1-1】住宅・建築物等の耐震化 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■市庁舎・総合体育館・市民会館など、多数の市民が利用する公共施設の耐震性が不足しており、 

 大規模な地震発生時に倒壊のおそれがある。 

■指定避難所でもある小・中学校校舎の耐震化は完了している。（R6 耐震化率 小樽市: 

100.0％、全国: 99.9%） 

■住宅の耐震化率が低い。（R2 耐震化率 小樽市：85.6%、北海道：90.6%） 

■多数利用建築物※1 も耐震性不足のものが残る。（R2 耐震化率 小樽市：89.1%、北海道：

93.7%） 

■建物の構造に大きな被害が生じない程度の地震動でも、非構造部材（天井等）の落下などによる

被害が生じる可能性がある。 

■地震により、ブロック塀等の倒壊による被害が生じる可能性がある。 

■民間保育施設等の 3 分の 1 に当たる施設が建築後 40 年を経過しており、地震による被害が生じ

る可能性がある。 

 

＜評価＞ 

① 耐震化の遅れがみられる公共施設や木造住宅を中心に、建築物等の耐震化の取組を広く進め

る必要がある。 

② 地震時における非構造部材（天井等）の落下やブロック塀等の倒壊などによる被害を未然に

防止するための安全対策を進める必要がある。 

※1「多数利用建築物」…建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条第1号に規定する用途及び規模で多数の者が利用する建築物をいう。 

・２階建て以上で床面積が1,000㎡以上の小・中学校や老人ホーム 

・３階建て以上で床面積が1,000㎡以上の病院、ホテル、飲食店や物販店舗  など 

 

施策プログラム 

①-1 市庁舎や総合体育館、市民会館、保育所などの公共施設について、「長寿命化計画」を策定

し、耐震改修や更新を計画的に実施する。 

①-2 耐震化に関する所有者への周知・啓発や戸建て木造住宅の無料耐震診断を実施する。 

①-3 「小樽市保育所等の在り方に関する方針」等に基づき、児童福祉施設に対する耐震改修補助

等の支援などにより、児童福祉施設の耐震化を促進する。 

②-1 非構造部材（天井等）の定期的な点検により施設の安全性を確保する。 

②-2 ブロック塀等の安全点検の周知・啓発など倒壊による被害防止の取組を推進する。 

 

指標 
多数利用建築物の耐震化率 89.1%(R2)⇒ 95％（R10） 

住宅の耐震化率 85.6%(R2)⇒ 95％（R7） 
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【関連計画等】 

・第３次小樽市耐震改修促進計画 

・小樽市公共施設等総合管理計画 

・小樽市公共施設再編計画及び小樽市公共施設長寿命化計画 

・小樽市学校施設長寿命化計画 

・小樽市本庁舎長寿命化計画 

・小樽市総合体育館長寿命化計画 

・小樽市保育所等の在り方に関する方針 
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１－1 地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う多数の死傷者の発生 

 

【1-1-2】建築物等の老朽化対策 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■多くの公共施設の老朽化が進んでいるが、財政的な制約から改修が行き届いていない。 

■市営住宅全戸数の約 68%は築後、耐用年数の２分の１を経過し、約 6%は耐用年数を超過して

いる。 

■建物の管理状態が悪い空家等があり、災害時等に近隣に悪影響を及ぼす可能性がある。 

・空家実態調査（R2）による空家数のうち、不全（建物の管理状態が悪い）409 件、準不全（こ

のまま放置すると不全となる）654 件 

■災害発生時等に老朽化した屋外広告物が落下し、公衆に対して危害を与える可能性がある。 

■民間保育施設等の 3 分の 1 に当たる施設が建築後 40 年を経過しており、老朽化が進んでいる。 

 

＜評価＞ 

 
 

① 公共施設は、財政負担を抑えながら安全を確保するため、施設総量の削減を図りながら更新

や長寿命化を行う必要がある。 

② 管理不全な空家等への対策や支援を進める必要がある。 

③ 屋外広告物の所有者等が適切に維持管理や点検を行う必要がある。 

④ 児童福祉施設に対する国の補助制度を活用した建替えや大規模修繕等を支援する必要があ

る。 

施策プログラム 

①-1「小樽市公共施設等総合管理計画」、「小樽市公共施設再編計画」及び「小樽市公共施設長寿

命化計画」に基づき、施設の更新、統廃合、長寿命化等を推進する。 

①-2「小樽市学校施設長寿命化計画」に基づき、学校施設の長寿命化改修を推進する。 

①-3「小樽市公共賃貸住宅長寿命化計画」に基づき、市営住宅の建替え、改善等を推進する。 

② ｢小樽市空家等対策計画」に基づき、空家等の発生予防の対策や管理不全な空家等への対応の取

組を推進する。 

③ 屋外広告物の安全管理について周知を行い、所有者等の意識啓発を図る。 

④「小樽市保育所等の在り方に関する方針」等に基づき、児童福祉施設に対する国の補助制度を活

用した建替えや大規模修繕等を支援する。 

指標 管理不全な空家等の解体件数 14 件（R5）⇒ 100 件（R6~10 合計） 

 

【関連計画等】 

・小樽市公共施設等総合管理計画 

・小樽市公共施設再編計画及び小樽市公共施設長寿命化計画 

・小樽市教育推進計画 

・小樽市学校施設長寿命化計画 

・小樽市公共賃貸住宅長寿命化計画 

・小樽市空家等対策計画 

・小樽市保育所等の在り方に関する方針 
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１－1 地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う多数の死傷者の発生 

 

【1-1-3】指定避難所等の普及・啓発の推進、開設・運営の充実及び指定等 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■指定避難所は、本市ホームページで公表し、広報おたるでも定期的なお知らせを行っているほ

か、本市作成の防災マップにも箇所を記載して地域住民へ周知を実施しているが、市民の認知度

は７割程度である。 

■指定避難所は、市内の小・中学校を中心に 59 か所を定めているが、休日・夜間に災害が発生し

た際、本市職員で開設できる避難所は、このうち 29 か所である。 

■指定避難場所は、市内で小・中学校のグランドを中心に 46 か所を定めているが、大規模な収容

人員が確保できる公園は、手宮公園と小樽公園となっている。 

■これまで実際に指定避難所を開設したのは、平成 30 年９月の北海道胆振東部地震における７か

所の小学校のみであり、中学校での避難所開設体験や、小樽市総合防災訓練の中で避難所開設訓

練を実施している。 
 

＜評価＞ 

① 指定避難所の市民への浸透が十分ではないため、大規模災害時において迅速な避難行動がと

れるよう、指定避難所の認知度を平時から更に向上させる必要がある。 

② 本市職員の避難所開設対応にも限界があるため、休日・夜間の大規模災害発生時に速やかな

開設・運営できるよう、施設管理者等の関係機関と協力体制を強化する必要がある。 

③ 大規模災害時における初動対応として、公園など一定の平場を有する指定避難場所を増設す

る必要がある。 

④ 指定避難所の開設・運営訓練がこれまで十分ではないため、今後は大規模災害時でも迅速に

開設・運営を行なえるよう、平時から避難所開設・運営訓練を定期的に実施するとともに、

避難所生活が困難な高齢者や感染症要対策者など特別な配慮を要する方々に対して、避難所

内で受入れ体制等の整備を推進する必要がある。 
  

施策プログラム 

① 指定避難所の場所や運営などについて、本市ホームページや広報おたる、ハザードマップ等の

町会回覧などで市民等に引き続き丁寧に説明していくことで、市民認知度の向上に努める。 

② 本市開設職員不在の避難所においても、高校の施設管理者などの関係機関とこまめな調整を進

めるとともに、連携を深めていくことで、受入れ体制等の強化を図る。 

③ 指定避難場所の増設に当たっては、公園等の既存施設の指定や地域の実情に応じた施設整備を

計画的に進めるよう努める。 

④-1 本市と町会等が連携し、災害時の避難所開設職員等も参加する実践的な避難所開設・運営訓

練の実施に努めるとともに、訓練で顕在化した課題を適宜整理することで、より的確な避難所運

営に向けたマニュアルの見直しに努める。 

④-2 避難所での生活が困難な高齢者や感染症要対策者など特別な配慮を要する方々に対して、避

難所において特定の場所を確保する等、適切な受入れ体制の検討を進める。 
 

指標 

指定避難所の指定状況 59 か所（R6）⇒ 現状維持（R11） 

指定避難場所等の指定状況 118 か所（R6）⇒ 130 か所（R11） 

市民アンケートにおける「避難所の認知度」

（自宅から一番近い避難所と、そこまでの経

路を知っている人の割合） 
67.5％（R5）⇒ 70％（R11） 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 
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１－1 地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う多数の死傷者の発生 

 
 

【1-1-4】地盤等の情報共有 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■近年、全国的に大地震等が発生した際、大規模に盛土造成された宅地で地滑り的変動（滑動崩

落）等による被害が発生しており、本市にも大規模盛土造成地※1（谷埋め型）が 47 か所（令和

元年度）存在している。 

■砂層や埋立地がある、大浜－銭函海岸（砂層）、朝里川流域（砂礫層）、勝納川流域（砂礫

層）、蘭島海岸（砂層）、臨港地区（埋立地）などは、「液状化現象※2」が起きるおそれがある

と考えられる。 

 

＜評価＞ 

① 地滑りや液状化等のリスクについて市民と情報共有し、意識向上を図る必要がある。 

※1「大規模盛土造成地」…以下のいずれかの要件を満たす盛土造成地。 

・谷埋め型：大規模に谷や沢を埋めた造成宅地で、盛土の面積が 3,000 ㎡以上のもの。 

・腹付け型：斜度が 20 度以上の傾斜地盤上に盛土した造成宅地で、盛土の高さ 5ｍ以上のもの。なお、本市では確認されていない。 

※2「液状化現象」…ゆるく堆積した砂の地盤に強い地震動が加わると、地層自体が液体状になる現象。建物を支える力も失われ、比重の大

きいビルや橋りょうが沈下したり、比重の小さい地下埋設管やマンホールが浮き上がったりする。 

 
 

施策プログラム 

①-1「小樽市大規模盛土造成地マップ」の周知、大規模盛土造成地の造成年代調査を含む変動予測

調査等の推進を図る。 

①-2 国が作成を予定している「液状化マップ」の周知方法等について検討する。 
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１－1 地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う多数の死傷者の発生 

 

【1-1-5】防災対策・火災予防 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■古くから形成されてきた市街地に、狭あいな道路や老朽化した建築物が多く見られる。 

■小樽港臨港地区に、石油タンクなどの危険物施設がある。 

■既存の防火水槽のうち、耐震性がなく、耐用年数を超過したものが約３５％ある。 

 

＜評価＞ 

① 大規模地震等は、それに伴う同時多発的な火災や、大規模な火災の発生のリスクを抱えてい

るため、これらの予防に努める必要がある。 

② 大規模地震等の発生に備え、その対策を進めて地震等による火災の被害軽減を図る必要があ

る。 

③ 大規模地震等による危険物施設の火災や流出事故に備え、その対策を進めて被害軽減を図る

必要がある。 

➃ 地震動による防火水槽の漏水や陥没等を防止するため、老朽化対策を進める必要がある。 
 
 

施策プログラム 

① 地震等による火災の発火源を減少させるため、揺れを検知して消火、電気遮断等の機能が付い

た暖房機器及び電気製品並びに感震ブレーカーの普及啓発に努める。 

②-1 市民防災組織等と協働し、住民の地震等による火災における自主的な避難・消火活動の習得

を推進する。 

②-2 木造建築物密集地域における大規模火災に対応した消防戦術の向上を図る。 

②-3 火災発生時に住民による初期消火が行われるようにするため、住宅用消火器の設置を促進す

るとともにその操作方法の周知に努める。 

②‐４地震等で消火栓が使用できない場合の火災に備えるため、耐震性貯水槽の整備を検討する。 

③ 危険物施設の管理者による保安体制を維持するとともに、海上保安部、警察など関係機関と消

防との災害時協力体制を、より一層強化する。 

➃ 老朽化した防火水槽について、集合化等による新設、更新、耐震化、長寿命化、除却等総合的

な老朽化対策の検討を進める。 

【関連計画等】 

・第３次小樽市消防長期構想 

・小樽市地域防災計画 
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１－２ 土砂災害による多数の死傷者の発生 

 

【1-2-1】警戒避難体制等の整備 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■本市においては、北海道が指定する土砂災害警戒区域※1 等が多く存在している。 

 

＜評価＞ 

① 地震・台風・融雪期の増水等により崖崩れや地滑りなどが発生した際は、市内で甚大な被害

が生じるおそれがあるため、北海道との連携の下、市内危険箇所の土砂災害警戒区域等の指

定を促進するとともに、市民等が災害時に的確な避難行動が取れるよう情報伝達体制を整備

し、土砂災害避難訓練を定期的に実施する必要がある。 

 

※1「土砂災害警戒区域」…急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域 

 

施策プログラム 

① 土砂災害警戒区域等の指定を進める北海道と情報共有を強化した上で、地区別の防災マップの

整備を推進し、地域住民に対して丁寧な説明・周知に努める。 

また、わかりやすい防災マップを地域住民に対して提供し、適宜情報伝達を行うことで防災意

識を向上させるとともに、迅速な避難行動を身に付けてもらうため、避難経路の確認をした上で

町会等と連携した実践的な土砂災害避難訓練の実施に努める。 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 
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１－２ 土砂災害による多数の死傷者の発生 

 

【1-2-2】土砂災害防止対策 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■北海道では、土砂災害のおそれがある箇所を対象に順次、砂防設備や急傾斜地崩壊防止施設等の

整備を進めている。 

 ・現状は砂防指定地 42 か所のうち、着手済 42 か所、急傾斜地崩壊危険区域 73 か所のうち、着

手済 63 か所となっている。 

■森林所有者の高齢化による後継者不足、木材価格等の下落から、間伐・下枝刈り等の管理がされ

ず、森林の荒廃が進み、風水害時の表土流出に伴う山地崩壊、河川の土砂流出等の二次被害が危

惧されている。 

 

＜評価＞ 

① 砂防設備や急傾斜地崩壊防止施設等の整備を進める必要がある。 

② 長期未整備の私有林人工林で公益的機能の維持増進を図るため「山地災害防止林」として森

林の管理、保全に努める必要がある。 
 
 

施策プログラム 

① 北海道と連携し、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設等の整備を促進する。 

② 森林環境整備事業（森林環境譲与税を活用）で、市内私有林人工林の整備や管理・保全等を促

進する。 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 

・小樽市森林整備計画 

  



- 21 - 

  

１－３ 大規模津波等による多数の死傷者の発生 

 

【1-3-1】津波避難体制等の整備 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■令和 7 年２月に地区ごとの防災マップを作成し、対象世帯に配布した後も、引き続き市役所等で

配布しているほか、平成 29 年 12 月には「小樽市津波避難計画」を策定し、「小樽市地域防災

計画」に津波災害警戒区域や避難対象地域、避難路・避難経路等を提示している。 

■最大クラスの津波が発生した場合、沿岸部の広い範囲への浸水が想定され、観光客等にも広く周

知する必要があるため、令和元年度から令和 2 年度にかけて沿岸部の 38 か所に５か国語対応が

可能な防災行政無線（屋外スピーカー）の整備を行っている。 

■国や北海道の最新の知見により、新たな津波浸水被害が再設定される場合がある。 

 

＜評価＞ 

① 津波災害警戒区域は、市民や観光客等に浸透が十分ではないため、津波に関する知識の向上

や防災マップをより一層、浸透させる取組を推進する必要がある。 

② 津波災害を想定した避難訓練が十分ではないため、市民や観光客等が迅速な避難行動がとれ

るよう津波避難訓練を定期的に実施する必要がある。 

③ 国や北海道により新たな津波災害警戒区域が再設定された場合は、防災マップの見直しなど

を迅速に対応する必要がある。 
 
 

施策プログラム 

① 市民等に対して、津波対策に係る防災講話の機会を増やし、防災教育の強化に努めるととも

に、広報誌やＦＭおたるなどの広報媒体のほか、出前講座などを通じて、防災マップのより一層

の浸透を図る。 

② 津波発生の際に、市民等が円滑な避難行動がとれるよう、平時から町会などと防災行政無線等

を使用した実践的な津波避難訓練の実施に努める。 

③ 国や北海道などの動向に注視し、津波災害警戒区域などが変更になった場合は、速やかに防災

マップの見直しを進め、迅速に市民への周知を図る。 

 

指標 小樽市防災マップ 17 地区（R6）⇒ 現状維持（R11） 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 
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１－４ 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水 

 

【1-4-1】洪水・内水ハザードマップの作成 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■水防法に基づき洪水浸水想定区域等に指定され、ハザードマップの作成が義務付けられている新

川、濁川、蘭島川、餅屋沢川、塩谷川、勝納川、朝里川、星置川、キライチ川の９つの 2 級河川
※1 は、令和 7 年 2 月に防災マップを作成し、対象世帯に配布している。 

■星置川、新川の 2 河川は、水防タイムラインを作成している。 

■水防法に義務付けられている雨水出水浸水想定区域※2 の指定が、未整備である。 

 

＜評価＞ 

① 水防法で作成が義務付けられている９河川は、防災マップを作成し、対象世帯に説明・配布

するなど洪水対策を行っており、今後も周知の徹底を図る必要がある。 

② 洪水災害を想定した避難訓練が十分ではないため、洪水発生の際、市民等が迅速な避難行動

がとれるよう定期的に避難訓練を実施する必要がある。 

③ 水防法で作成が義務付けられている雨水出水浸水想定区域の指定を行うほか、内水※3 ハ

ザードマップの作成について検討する必要がある。 

※1「２級河川」…公共の利害に重要な河川として北海道知事が指定したもので、管理は北海道が行う。 

 
※2「雨水出水浸水想定区域」…想定最大規模降雨により下水道（雨水管）の排水能力を上回り、又は、放流先河川の水位上昇に伴い、雨水

を排除できない場合に浸水が想定される区域 

 

※3「内水」…河川が氾濫する洪水に対し、市街地内を流れる側溝や排水路、下水道などから水が溢れる水害のこと。 

 

施策プログラム 

① 河川近くに居住している市民等に対して、洪水対策に係る出前講座を実施するなど防災教育の

強化に努める。 

② 洪水発生の際、市民等が円滑な避難行動がとれるよう、平時から町会などと連携を強め、防災

マップなどを利用し、避難経路を確認した上での実践的な避難訓練の実施に努める。 

③ 雨水出水浸水想定区域の指定、内水ハザードマップの作成を検討する。 

 

指標 小樽市防災マップ ９河川（R6）⇒ 現状維持（R11） 
 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 
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１－４ 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水 

 

【1-4-2】河川改修等の治水対策 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■本市が管理する河川では護岸などの河川施設の老朽化が進行しているほか、銭函地区においては

毎年しゅんせつが必要な河川が複数ある。 

 

＜評価＞ 

① 大雨等による河川の氾濫などによる水害を未然に防ぎ、市民の生命や財産を守るため、老朽

化した河川施設の修繕や継続的な河川しゅんせつ等による水害対策の強化を行う必要があ

る。 
 
 

施策プログラム 

①-1 老朽化した河川施設の修繕等による治水対策を推進する。 

①-2 継続的な河川のしゅんせつによる水害対策を強化する。 

①-3 災害時におけるパトロールや土木事業者との連携による警戒体制の維持を図る。 

 

指標 河川しゅんせつの延長 2.5km（R6）⇒ 3.0ｋｍ（Ｒ11） 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 
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１－５ 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生 

 

【1-5-1】暴風雪時における道路管理体制の強化 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■暴風雪時に交通規制の必要が生じた際は関係機関にその情報を通知している。 

■暴風雪や豪雪時においては除雪対策本部及び地域総合除雪受託業者によるパトロールを実施して

いる。 

■ロードヒーティング設備については稼働後 15 年以上経過した施設が約９割となり、老朽化が進

んでいる。 

 

＜評価＞ 

① 関係機関のほか、市民に対しても除雪状況や交通規制に関する情報を適時提供する必要があ

る。 

② 除雪対策本部及び地域総合除雪受託業者における道路管理体制を維持する必要がある。 

③ ロードヒーティング設備の適切な維持管理と計画的な更新を行う必要がある。 
 
 

施策プログラム 

①-1 暴風雪時の車の立往生などを防止するため、交通障害の発生が予想される気象状況下におい

て、多様な媒体を活用した注意喚起の方法を検討する。 

①-2 除雪状況や交通規制に関する情報を適時提供する取組を推進する。 

② 除雪対策本部及び地域総合除雪受託業者による道路管理体制を維持するとともに、暴風雪や豪

雪時においてもパトロールを実施し、迅速かつ適切な除排雪作業が実施できるように努める。 

③ 豪雪時においてもロードヒーティングの安定的な稼働を確保するため、適切な維持管理を実施

するとともに、計画的な更新を行う。 

 

指標 主要交差点の見通し確保 109 か所（R6） ⇒ 現状値以上（R11） 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 

・小樽市雪対策基本計画 

・小樽市除排雪計画 

・小樽市ロードヒーティング長寿命化計画 
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１－５ 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生 

 

【1-5-2】除雪体制の確保 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■歩道や車道の除排雪、凍結路面などを一括して管理する地域総合除雪を実施している。 

■本市で所有する除雪機械については耐用年数（15 年）が経過した機械が約７割となり、老朽化

が進んでいる。 

■地域における自主的な排雪作業を支援する貸出しダンプ制度を実施している。 

■排雪の受入先については、地形的な制約から陸域での土地の確保が難しく、中央ふ頭基部雪処理

場に依存する割合が高い。 

■高齢化が進行する中、社会福祉協議会が実施する福祉除雪サービスと連携した取組を実施してい

る。 

 

＜評価＞ 

① 地域総合除雪体制を継続する必要がある。 

② 除雪機械の計画的な維持・更新を行い、地域総合除雪委託業者における除排雪体制を確保す

る必要がある。 

③ 市民との協働による排雪支援制度を継続する必要がある。 

④ 排雪の受入先については中央ふ頭基部雪処理場に依存する割合が高いため、恒久的な雪堆積

場を確保する必要がある。 

⑤ 社会福祉協議会が実施する福祉除雪サービスとの連携を強化した取組を進める必要がある。 
 
 

施策プログラム 

① 地域総合除雪による安全な交通の確保に努めるとともに、豪雪時にも効果を発揮するＧＰＳを

活用した運行管理システムなどのＩＣＴの導入により、安定的な除雪体制の確保を図る。 

② 除雪機械の計画的な維持更新を推進し、地域総合除雪委託業者における除雪体制を確保する。 

③ 貸出しダンプ制度等の生活道路の排雪支援制度を継続し、市民との協働による雪対策を推進す

る。 

④ 豪雪時におけるリスク分散のために、排雪の受入先となる恒久的な雪堆積場の確保に向けて情

報収集・調査を行う。 

⑤ 自力での除雪が困難な高齢者や障がい者世帯に対する除雪支援を行うとともに、経済的負担の

軽減を図る。 

 

指標 
除排雪機械更新台数 15 台（R6～R11） 

雪堆積場等の確保 ５か所（R6）⇒ 現状値以上（R11） 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 

・小樽市雪対策基本計画 

・小樽市除排雪計画 

・小樽市ロードヒーティング長寿命化計画 
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（2）救助・救急活動等の迅速な実施や避難生活環境の確保 

 

２－１ 防災関係機関の被災等による救助・救急活動の停滞 

 

【2-1-1】防災訓練等による救助・救急体制の強化 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■小樽市防災会議において自衛隊、海上保安部、警察、消防などの連携体制は構築しているが、

「総合防災訓練」等において、より実践的な訓練の実施が求められている。 

■近い将来、消防職員の大量退職が予定されるため、消防力の低下が危惧される。 

■災害対応を担う人材確保のため、救急活動の強化に向けて、市民及び事業所に救命講習等を実施

している。 

■災害時において共助による地域力を高めるため、より一層、応急手当の普及啓発が急務である。 

 

＜評価＞ 

①  「総合防災訓練」等において実践的な訓練の実施が課題であることから、災害対応力を高

めるため、様々な災害条件の設定の下、効果的な防災訓練を実施していく必要がある。 

② 消防職員の災害対応力を維持強化するため、人材育成の取組が必要である。 

③ 市民による共助の体制を構築するため、救命講習受講を更に推進し、より多くのバイスタン

ダー※1 を育成する必要がある。 

※1「バイスタンダー」…近くに居合わせ、処置を行える人を指す。 
 
 

施策プログラム 

① 「総合防災訓練」等において、災害種別に応じた行動マニュアルを整理するなどより実践的な

訓練を計画することで、関係機関相互の連携体制強化と実効性の向上を図る。 

②-1 消防職員の災害対応力を向上するため、各種研修等による計画的な人材育成を推進する。 

②-2 消防職員の大量退職による若年層の増加を見据え、知識や技術の伝承を確実に進める。 

また、救急救命士などの有資格者を計画的に養成するとともに、各種研修等により人材育成

を推進する。 

③ 毎月の普通救命講習会に加え、市民及び事業所に対し、救命講習等の受講を積極的に働きか

け、救命処置の普及啓発を推進する。 

 

指標 

指導救命士の人数 ３名（R7.3）⇒３名（R11） 

救急救命士の人数 32 名（R7.3）⇒40 名（R11） 

救命講習会開始からの修了証発行者数 9,669 人（R6.3）⇒12,000 人（R10） 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 

・第３次小樽市消防長期構想 

・救急救命士及び指導救命士養成計画 
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２－１ 防災関係機関の災害対応力不足等による救助・救急活動の停滞 

 

【2-1-2】消防活動等に要する情報基盤、資機材の整備 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■多様化する災害に対応するため、消防活動上必要な資機材の計画的な整備を進めている。 

■本市には、消防水利不良地域が存在している。 

■消防指令システムは、災害時における緊急通報を受報するとともに、消防活動における情報を管

理する必要があるため、その機能を維持しなければならない。 

■災害発生時において、救急業務に必要な消耗品及び救急資器材の不足が危惧される。 

 

＜評価＞ 

① 災害対応力の維持向上のため、車両、資機材及び消防水利の計画的な更新及び整備と消防指

令システムの機能維持により消防力を強化する必要がある。 

② 高度な救急業務に必要な高規格救急車及び救急資器材の更新、整備並びに消耗品を備蓄する

必要がある。 
 
 

施策プログラム 

①-1 消防力を維持するため、消防車両を計画的に整備する。 

①-2 圧縮空気泡消火装置付消防ポンプ自動車の活用による消火活動の迅速かつ効率的な体制を維

持する。 

①-3 資機材の軽量化及び高機能化を図り、消防の活動能力を向上させる。 

①-4 大規模災害時における火災の拡大防止を図るため、消防水利不良地域に消防水利を整備する。 

①-5 緊急通報や災害現場における確実な情報通信のため、高機能消防指令センター及び消防救急無

線を計画的に更新、整備を図る。 

② 大規模災害等に備え、高度な救急活動を維持するため、高規格救急車及び救急資器材の計画的

な更新、整備並びに消耗品の備蓄を図る。 

 

指標 消防車両更新台数  7 台（Ｒ7～11 合計） 

 

【関連計画等】 

・第 3 次小樽市消防長期構想 

・消防車両整備計画 

・小樽市地域防災計画 
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２－２ 被災地における保健・医療・福祉機能等の麻痺 

 

【2-2-1】保健所機能の充実 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■医師や保健師等の保健所職員を対象とした研修を実施している。 

■医師会等との連携による感染症予防に関する知識の普及と予防接種未接種者への勧奨を行ってい

る。 

■予防接種のうち麻しん・風しんワクチン（2 期）の接種率が 89.7％（令和 5 年度）にとどまっ

ている。 

 

＜評価＞ 

① 災害時における保健活動のマネジメントを適切に行うための研修を引き続き実施する必要が

ある。 

② 予防接種の適正な実施により感染症の発生・まん延を防止していく必要がある。 
 
 

施策プログラム 

① 医師や保健師等の保健所職員を対象とした研修を実施し、職員への教育、訓練を行うことによ

り健康管理に関する能力の向上を図る。 

② 災害時における感染症の発生・まん延等を防止するため、平時からの感染症対策として、定期

的な予防接種の実施や知識の普及・啓発、未接種者への勧奨に努める。 

 

指標 麻しん・風しんワクチン接種率 89.7％（２期・R5）⇒ 95％以上（R11） 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 

・小樽市感染症予防計画 
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２－２ 被災地における保健・医療・福祉機能等の麻痺 

 

【2-2-2】被災時の保健医療支援体制の強化 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■「地域防災計画（医療救護計画）」において、災害時における適切な保健医療救護活動の実施を

規定している。 

■小樽市立病院では、災害発生時にも事業継続計画に基づき病院機能を継続するとともに、後志管

内唯一の災害拠点病院※1 として被災地からの傷病者の受け入れや、地域の医療機関や市民への医

療活動を支援する役割を担っている。 

■夜間急病センターの非常用電源設備は、発電容量 100KVA、発電出力 80KW、連続運転 12～24

時間（250ℓタンク）であるが、給油により運転時間の延長が可能である。 

■医療従事者の確保と研修体制の強化等により良質な医療提供体制の整備を図っている。 

 

＜評価＞ 

① 北海道や医師会、歯科医師会等との連携による災害時における医療支援体制の強化を図る必

要がある。 

② 小樽市立病院は、災害拠点病院としての機能を十分に発揮するため、関係機関との連携強化

を推進する必要がある。 

③ 小樽市立病院機能の維持継続のため、食料及び飲料水などの備蓄を計画的に行うとともに、

非常用電源に必要な燃料の安定的な確保を進める必要がある。 

④ 災害対応にあたる病院職員の資質向上のため、各種訓練や研修が必要である。 

⑤ 夜間急病センターの非常用電源への安定した給油体制の構築が必要である。 

⑥ 市内の公的病院においても診療機能や災害対応力の強化が必要である。 

※1「災害拠点病院」…災害発生時に災害医療を行う医療機関を支援する病院のことで、多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多

発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能を有し、被災地からのとりあえずの重症傷病者の受入れ機

能を有するとともに、傷病者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能、自己完結型の医療救護チームの派遣機

能、地域の医療機関への応急用資器材の貸し出し機能を有する病院で、各都道府県の二次医療圏ごとに原則１か所以上

整備されている。   

施策プログラム 

①② 災害時において、状況に応じた適切な保健医療救護活動を実施するため、地域災害医療連絡

会議を通じて、医師会や歯科医師会、市内医療機関との連携を図る。 

③ 小樽市立病院機能の維持継続のため、患者・職員用の食料及び飲料水などの備蓄や備蓄場所の

確保等を計画的に進める。 

④ 災害対応にあたる病院職員の資質向上のため、定期的に防災訓練や各種研修を実施する。 

⑤ 非常時には本市独自で早急な燃料調達に努めるとともに、北海道の重要施設に対する燃料供給

体制なども活用し、安定した燃料供給を図る。 

⑥ 公的病院の高度医療や救急医療の充実などによる良質な医療サービスの提供と、医療従事者の

確保や医療機器の更新、施設の計画的な整備の要請に努める。 

 

指標 

地域災害医療連絡会議の開催 年０回（R5） ⇒ 年１回（R11） 

小樽市立病院の飲料水備蓄量 2,100ℓ（R6）⇒ 2,250ℓ(R7) 

職員の研修及び訓練の実施 年各 1 回（R6） ⇒ 現状維持（R11） 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 

・小樽市立病院事業継続計画（BCP） 
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２－２ 被災地における保健・医療・福祉機能等の麻痺 

 
 

【2-2-3】災害時における福祉的支援 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■災害時の避難等の支援に当たり、民生委員・児童委員等と情報を共有するため、要介護、障害等

の一定の事由に該当する方を「避難行動要支援者※1 名簿」に登録した。 

・避難行動要支援者名簿：974 人（令和 7 年 3 月末） 

・民生委員・児童委員の充足率：91.6％（令和７年３月末） 

・個別避難計画票の作成数：58 人（令和 7 年 3 月末） 

 

＜評価＞ 

① 「避難行動要支援者名簿」は、常に最新情報の把握が重要であるため、避難行動要支援者名

簿を定期的に更新する必要がある。 

② 避難行動要支援者に対し、要支援者を支える人や避難時の連絡方法などの確立が重要である

ため、避難行動要支援者個別避難計画を作成し、避難支援を充実する必要がある。  

③ 民生委員・児童委員の充足率を 100％にする必要がある。 

※1「避難行動要支援者」…避難等に支援を要する要介護高齢者や障がい者など 

 

施策プログラム 

① 避難行動要支援者名簿を常に最新のものに更新できるよう、避難行動要支援者を支える民生委

員・児童委員の人材確保に向けた取組の推進に努める。 

② 災害時に要援護者対策を充実させるため、避難支援等関係者への要支援者名簿の提供と避難行

動要支援者個別避難計画の作成を推進する。 

③ 避難行動要支援者を支える民生委員・児童委員の人材確保に向けた取組を推進する。 

 

指標 民生委員・児童委員の充足率 91.6％（R7 年 3 月末）⇒ 100％（R11） 

                        

【関連計画等】 

・小樽市地域福祉計画・小樽市地域福祉活動計画 

・小樽市避難行動要支援者避難支援計画（全体計画） 
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２－３ 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の

長期停止 
 

【2-3-1】物資供給等に係る連携体制の整備 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■行政機関や企業･団体等と災害時の物資供給に関する各種協定を締結している。 

・災害時における応急生活物資の供給等に関する協定 

・災害時における応急給水や上下水道施設の応急復旧等に関する協定 

・災害時における石油類燃料の供給等に関する協定 

・災害時における衛生材料等物資の供給等に関する協定 

・災害時における貨物自動車の緊急救援輸送に関する協定 

・災害時における貨物自動車の緊急救援輸送に関する協定 

・災害時における相互応援に関する協定（半田市、日南市、春日部市）  ほか 

 

＜評価＞ 

① 物資供給に係る連携体制は、おおむね確立できているが、引き続き連携体制の充実に努める

とともに、災害発生時の実効性を高めるため、協定等の定期的な確認・見直しや通信連絡等

の訓練を推進する必要がある。 
 
 

施策プログラム 

① 物資供給をはじめ、医療、救援、電力、通信等のライフラインなど災害時の応急対策を迅速か

つ円滑に行うため、平時から北海道及び他市町村、民間企業・団体等などの関係機関とより一層

の連携強化に努めるとともに、締結の防災に関する各種協定について、その実効性の検証を進め

る。 

 

指標 
物資供給に関する協定締結 38 件（R6 年 3 月）⇒ 現状より増（R11） 

物資運搬・輸送に関する協定締結 28 件（R6 年 3 月）⇒ 現状より増（R11） 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 
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２－３ 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の

長期停止 
 

【2-3-2】非常用物資の備蓄促進 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■市民から防災に係る講話等の依頼があった際は、「自助」が最も重要であり、平時から各家庭内

で災害時の備蓄品を備えてもらうよう啓発している。 

■被害想定を勘案して備蓄を進めているが、更新が必要な備蓄品もあるため、十分とは言えない状

況である。 

■指定避難所における物資の備蓄等の状況（令和７年３月現在） 

 ＜指定避難所（59 か所）備蓄品＞  
品名 数量 品名 数量 

非常食（クラッカー） 10,290 食 移動式発電機 39 台 

非常食（アルファ米） 7,950食 防災セット 55個 

非常食（レトルト米） 1,200食 毛布 3,460枚 

非常食（パン） 2,736食 電池点火式ポータブルストーブ 68台 

液体ミルク 192缶 ＬＥＤ投光器 110台 

救急箱※1 60個 

  

 ＜応急給水用車両及び資器材＞ 
品名 数量 品名 数量 

加圧式給水車※2 ２台 緊急用給水コンテナ 9基 

給水タンク積載可能車 １台 ポリ容器 100個 

給水タンク ４基 ポリ袋 9,400枚 

 

＜評価＞ 

① 各家庭で、食料、飲料水等の生き延びるために重要な備蓄を平時から備えてもらうよう、市

民に対して意識啓発を継続する必要がある。 

② 大規模災害の発生を見据えた場合、食料や飲料水などを一定程度備蓄する必要があるため、

備蓄量について検討するとともに、市内 59 か所の指定避難所だけでは、災害時の備蓄品の

保管量に限界があるため、専用の備蓄倉庫を確保する必要がある。 

※1 使い捨てマスクなどの衛生用品入り 

※2「加圧式給水車」…病院など、断水が生命に関わる施設の受水槽へ加圧による給水を行う車両 
 

施策プログラム 

① 市民向けの防災講話等で、各家庭での「自助」の取組として３日間分の食料・飲料水等の最低

限の生活物資等の備蓄を推奨するなど、更なる市民の意識啓発の向上に努める。 

②-1 大規模災害に備え、指定避難所において１週間分の食料や飲料水などのほか、女性目線を取り

入れた備蓄品の計画的な確保や備蓄倉庫の整備についての検討を進める。 

②-2 断水時における迅速かつ円滑な応急給水体制の整備を図る。 

 

指標 備蓄品の種類 41 種類（R6）⇒ 現状より増（R11） 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 
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２－4 避難施設やトイレ、暖房の不足等による劣悪な避難生活、不十分な健康管理 

がもたらす災害関連死等の発生 
 

【2-4-1】避難所等の生活環境の改善、健康への配慮 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■指定避難所において、災害時に必要とされる段ボールベッドなどの資材や感染症拡大時の対策を

含めた衛生用品の備蓄を段階的に進めている。 

・指定避難所における資材備蓄状況（令和 7 年３月現在） 

区分 数量 

段ボールベッド 334台 

簡易トイレ 340個 

間仕切り 550個 

災害時避難所用テント 300個 
 

・指定避難所における衛生用品備蓄状況（令和 7 年３月現在） 

区分 数量 区分 数量 

救急箱 60個 生理用品 6,000枚 

救急箱保管の使い捨てマスク 18,900枚 トイレットペーパー 1,344個 

携帯トイレ 10,220回 紙おむつ（大人用・子供用） 2,436枚 
 

■指定避難所のほかにも資材を保管するため、備蓄倉庫の確保・整備を検討している。 

＜評価＞ 

① 避難住民が心身に負担の少ない避難生活を送るための備蓄品は十分ではないため、避難所に

段ボールベッド等をはじめとする各種資材の数量確保や感染症対策としての衛生用品の備蓄

を推進する必要がある。 

② 感染症の罹患者を簡易隔離する対策を検討する必要がある。 

③ 段ボールベッド等の大型備蓄品の保管場所が不足しているため、専用の備蓄倉庫を確保する

必要がある。 

④ 女性や子ども等の安全に配慮した避難所運営に取り組む必要がある。 
 

施策プログラム 

① 段ボールベッドや間仕切り、簡易トイレなどの備蓄資材における数量の充実に加え、感染症対

策として、非接触型赤外線体温計や消毒液等の衛生用品を加えるなど、計画的に複合災害時で必

要となる備蓄品の充実に努める。 

② 感染症対応時の適切な避難所のレイアウトについては、指定避難所の小・中学校の各教室や民

間のホテルの空室などを利用した専用スペースの確保ができないか、今後において関係者と協議

を行いながら、具体的な活用方法の検討を進める。 

③ 備蓄品を保管するための一定規模の備蓄倉庫について、既存建物の空スペースを有効活用する

など適切な場所の確保の検討を進める。 

④ 女性や子ども、要支援者の視点に立った防災対策の検討を進める。 
 

指標 

段ボールベッド 334 台（R6）⇒ 現状より増（R11） 

簡易トイレ 345 個（R6）⇒ 現状より増（R11） 

間仕切り 550 個（R6）⇒ 現状より増（R11） 

使い捨てマスク 19,150 枚（R6）⇒ 現状より増（R11） 

非接触型赤外線体温計 66 個（R6）⇒ 現状より増（R11） 

感染症対策のための消毒液 128 個（R6）⇒ 現状より増（R11） 
 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 

・小樽市地域福祉計画・小樽市地域福祉活動計画 
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２－4 避難施設やトイレ、暖房の不足等による劣悪な避難生活、不十分な健康管理 

がもたらす災害関連死等の発生 
 

【2-4-2】冬期を想定した避難所等の対策 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■避難施設における冬期防寒対策として毛布、電池点火式ポータブルストーブ等の資機材の備蓄を

段階的に進めている。 

■冬期災害時における避難を市民に体験してもらうため、市民参加型の冬期避難所訓練などの開催

を計画している。 

 

＜評価＞ 

① 積雪寒冷期に地震などの大規模災害が発生した場合、現状の備蓄量では十分に対応できない

おそれがあるため、被災者が低温下にさらされ、健康被害が拡大しないよう避難所における

防寒対策を推進する必要がある。 

② 市民参加型の冬期避難所訓練の開催等が不足しているため、冬期避難の大変さを体験しても

らう避難訓練を定期的に実施するとともに、備蓄品の効果等も検証する必要がある 
 

施策プログラム 

① 避難所等における防寒対策を推進するため、毛布・電池点火式ポータブルストーブなど防寒資

機材等の計画的な備蓄を進める。 

② 厳冬期特有のリスクを想定した避難訓練などの体験を通じて、「自助」の防災力を高める防災

教育の普及啓発に努めるとともに、既存備蓄品の効果も検証した上で、より効果の高い備蓄品に

ついて研究を進める。 

 

指標 

毛布備蓄数 3,510 枚（R6.3）⇒ 現状より増（R11） 

電池点火式ポータブルストーブ備蓄数 68 台（R6.3）⇒  現状より増（R11） 

赤外線ヒーター備蓄数 41 台（R6.3）⇒  現状を維持（R11） 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 
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（３）行政機能の確保 

 

３－１ 市内外における行政機能の低下による市民生活の混乱 

 

【3-1-1】災害対策本部機能等の強化 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■避難所の開設・運営においては、北海道胆振東部地震に伴う大規模停電発生時の際、平時からの

本市職員に対する開設マニュアルの浸透不足や開設期間の体制構築などの不備が生じた。 

■同様に、本部と避難所との連絡体制や連絡手段の重層化など広報体制に不備が生じた。 

 

＜評価＞ 

① 大規模停電時の避難所開設・運営について課題を残したため、限られた人員を有効に活用す

るとともに、効率的・効果的な運営ができるよう本市職員の防災教育・訓練の充実につい

て、更に取り組む必要がある。 

② 大規模停電時にデマ情報等による混乱が生じたため、災害や避難生活等に係る正しい情報を

しっかりと市民や観光客等に伝えることを目的に、防災行政無線や広報車の活用など重層的

な情報伝達手段を確保する必要がある。 
 
 

施策プログラム 

① 現行の地域防災計画に基づく職員の動員体制を改めて検証を行い、より実践的な防災訓練の実

施に努めることで、防災対応力の向上を図る。 

② 情報伝達手段を重層化するため、防災行政無線やＦＭおたる放送の有効活用、登録制メール等

による情報伝達のほか、補足的に広報車の活用も検討することで幅広い広報体制の構築に努め

る。 

 

指標 

防災行政無線(同報系) 屋外拡声子局 38 局（R6）⇒ 現状維持（R11） 

ＦＭ難聴世帯 
約 3,600 世帯（Ｒ6） 

⇒ 現状より減（Ｒ11） 

広報用車載スピーカー・アンプ設備 9 組（Ｒ6）⇒ 現状より増（R11） 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 
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３－１ 市内外における行政機能の低下による市民生活の混乱 

 

【3-1-2】行政の業務継続体制の整備 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■災害発生時などに行政機能を維持・継続するため、小樽市業務継続計画を令和３年６月に策定し

ているが、本庁舎が使用できなくなった際の代替庁舎の特定や職員用の食料等の備蓄が未整備で

ある。 

＜評価＞ 

① 業務継続計画に即した非常時優先業務等の実効性を検証し、継続的に職員向けの訓練や研修

を実施する必要がある。 

② 災害時の執務場所の確保は重要であるため、総合的な防災・災害拠点となる市庁舎等の建替

えや公共施設の耐震化率向上を進める一方で、代替庁舎も定める必要がある。 

③ 災害時の電気、水、食料等の確保が重要であるため、市庁舎の電源確保や通信インフラの適

正な管理、災害対応職員の食料等の備蓄を推進する必要がある。 

④ 災害時にもつながりやすい通信手段の確保が重要であるため、災害に即応する多様な通信手

段の導入を推進する必要がある。 

⑤ 大切な行政データのバックアップが重要であるため、平時の行政サービスが大規模災害時等

により長期間停止した場合、市民生活や経済活動に大きな支障を生じるおそれがあることか

ら、非常用発電機による 72 時間電力供給体制や外部システム事業者との行政バックアップ

データの保管体制を充実する必要がある。 
 

施策プログラム 

① 災害時でも行政機能の低下を最小限に留め、災害応急対応や早期再開が必要な業務処理体制を

確保するため、非常時優先業務の実効性の検証や訓練の実施に努める。また職員の災害対応力の

向上を図るため、体系的な防災研修・訓練の実施に努める。 

② 市庁舎や総合体育館、市民会館、保育所などの公共施設について、「長寿命化計画」を策定

し、耐震改修や更新の計画的な実施に努めるとともに、代替庁舎の確保についても検討を進め

る。 

③ 市庁舎は、災害時でも業務を継続できる体制を維持するため、電気や水道などライフラインの

バックアップ機能の向上に努めるとともに、災害対応職員の食料等の備蓄の検討を進める。 

④ ネットワークや機器の配置状況に応じたＩＣＴ部門の業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）の策定

を進め、災害時の情報通信の継続体制を維持する。 

⑤ 外部システム事業者との協力体制の充実を図るとともに、行政バックアップデータの保管体制 

を定期的に確認することで、データ喪失リスクの低減を図る。 
 

指標 

防災拠点となる公共施設の耐震化率 80.7％（R6）⇒ 現状より増（R11） 

職員用食料等 0 食（R6）⇒ 現状より増（R11） 

通信環境の確保 
市庁舎とデータセンター間で２経路を確保（R6）

⇒ 現状維持（R11） 
 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 

・小樽市業務継続計画 

・小樽市公共施設等総合管理計画 

・小樽市公共施設再編計画及び小樽市公共施設長寿命化計画 

・小樽市庁舎長寿命化計画 

・小樽市総合体育館長寿命化計画 
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３－１ 市内外における行政機能の低下による市民生活の混乱 

 

【3-1-3】広域応援・受援体制の整備 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■大規模災害時における広域的な支援体制の強化に向けて、受援計画の策定作業を進めている。 

■行政機関においては、陸上自衛隊第 11 旅団第 11 特科隊との「大規模災害時等の連携に関する

協定」や「災害時における北海道及び市町村相互の応援協定」などの既存協定の内容について、

必要に応じた修正が発生する。 

■市民を対象に被災地で支援活動を行う際の注意事項等を学ぶ講習会や支援活動についての事例紹

介、受援力についての研修会等によるボランティア育成の推進を図っている。（小樽市社会福祉

協議会） 
 

＜評価＞ 

① 大規模自然災害時において、本市の資源だけの対応では限界があるため、人や資材等の不足

を補うことを目的に、自治体間の相互応援体制の強化を図る必要がある。 

② 大規模自然災害時の災害応急体制の確保が重要であるため、自治体間相互の応援協定の締結

を推進するとともに、その効果的な運用を行う受援体制の構築を図る必要がある。 

③ 迅速な災害対応を行える体制整備が重要であるため、必要に応じて新たに協定を締結すると

ともに、協定の実効性を検証するため、要請から支援を受けるまでの具体的な事務手順等の

整備・見直しを適宜行う必要がある。 

④ 緊急消防援助隊合同訓練に参加し、他の消防機関との連携強化を図る必要がある。 

⑤ 災害発生時においては、市内で活動するボランティアや関係団体等と連絡をとり、活動が円

滑に行われるよう支援・調整を図るとともに、平時から、災害ボランティアについての啓発

や講習・研修等を行っておくことが必要である。（小樽市社会福祉協議会） 
 
 

施策プログラム 

① 災害時における広域的な支援体制の強化に向け、受援計画を策定することにより、他の自治体 

等からの支援を円滑に受けることができる体制の推進に努める。 

  また、災害時の北海道及び道内市町村との職員派遣による相互応援体制を確保するとともに、 

被災時における受援体制の整備に向けた取組の推進に努める。 

② 大規模自然災害時の災害応急体制の確保を目的に、自治体間相互の応援協定を締結しているこ

とから、その効果的な運用を行うための受援体制の構築に向け検討を進めるとともに、災害時に

応援協定が活用できない場合などを想定した代替手段等の検討を進める。 

③ 各部局で締結している応援協定に基づき、応援要請から支援を受けるまでの具体的な事務手順

（実施細目）等について必要な見直しや整備を図る。 

④ 緊急消防援助隊登録車両の計画的な整備、更新を図るとともに、応援･受援体制の確立を図る。 

⑤ 災害時に対応できるボランティアやリーダーを研修等により養成し、効果的な活動の体制整備

を図る。（小樽市社会福祉協議会） 

指標 緊急消防援助隊登録数 11 部隊（R7）⇒ 現状維持（R11） 
 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画（災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定） 

・小樽市地域防災計画（北海道広域消防相互応援協定） 

・公益社団法人日本水道協会北海道地方支部災害時相互応援に関する協定 

・第３次小樽市消防長期構想 
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（４）経済活動の機能維持 

 

4－１ 長期的又は広範囲なサプライチェーンの寸断や中枢機能の麻痺等による企業活動

等の停滞 

 

【4-1-1】リスク分散を重視した企業立地等の促進 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■首都圏等との同時被災の可能性が少ない地理的優位性を生かし、生産拠点や物流拠点などの移

転・立地に向けたプロモーション活動を実施している。 

 

＜評価＞ 

① 経済活動のリスク分散やサプライチェーンの複線化に資するため、首都圏等の企業に対し、

移転・立地に向けた企業誘致の取組を、今後も継続していく必要がある。 

 
 

施策プログラム 

① 地理的優位性や地域資源を生かし、首都圏等におけるプロモーション活動を北海道などと連携

しながら推進するとともに、固定資産税等の課税免除などにより、移転・立地を支援する。 

 

【関連計画等】 

・地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく基本計画 
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４－１ 長期的又は広範囲なサプライチェーンの寸断や中枢機能の麻痺等による企業活動

等の停滞 

 

【4-1-2】企業の事業継続体制の強化 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■大規模自然災害等が発生し、企業の事業活動が停止した場合、中小企業及び小規模事業者におい

ては、事業の中断が廃業や倒産につながるおそれがあるとともに、地域経済にも大きな影響を与

えることになる。 

■事業継続計画（BCP）の必要性に対する意識が低く、同計画を策定する事業者数も少ないことか

ら、策定支援に関する情報提供を行っている。 

■被災した中小企業の事業を継続していくためには、事業を立て直すための資金が必要である。 

北海道：北海道中小企業総合振興資金（経営環境変化対応貸付）  

小樽市：小樽市中小企業等振興資金 

 

＜評価＞ 

① 中小企業における防災対策に対する優先順位は経営課題の中では高くなく、BCP について

の認識が低い事業者も多いことから、緊急事態の備えとして、BCP 策定に対する意識を醸成

していく必要がある。 

② 被災企業に対して、早期復旧及び経営の安定化を図るため、復旧等に係る資金を確保する必

要がある。 
 
 

施策プログラム 

① 経済団体などとも連携し、BCP 策定の必要性や支援制度についての情報提供を行うなど普及啓

発活動を進める。 

② 災害に伴う経済環境の急変等により中小企業が大きな影響を受けた際には、早期復旧及び経営

の安定化を図るため、金融支援を拡充する。 
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４－２ 市内外における物流機能等の大幅な低下 

 

【4-2-1】港湾の機能強化 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

（小樽港） 

■小樽港は、市内外の経済・産業の発展や太平洋側大規模災害時の代替機能の役割を担っている

が、古くから港湾整備が進められてきたことで港湾施設の老朽化が進んでいるほか、近年の貨物

船や旅客船などの船舶の大型化への対応や大規模地震時に対応した港湾施設の耐震性の向上が課

題となっている。 

■地震・津波等による大規模な災害が発生した場合に、港湾機能低下抑制及び早期回復を図るため

「小樽港港湾 BCP」を策定（平成 29 年３月）している。 

（石狩湾新港） 

■石狩湾新港は、北海道内の人口が集中する札幌圏に位置し、災害時における緊急物資輸送拠点と

しての役割が大きいほか、太平洋側港湾の代替機能の確保が求められている。 
 

＜評価＞ 

（小樽港） 

① 物流、交流拠点として港湾機能を確保するために港湾施設の老朽化対策が必要である。 

② 荒天時における大型船舶の安全な航行や停泊に対応する港湾機能強化が必要である。 

③ 大規模地震時における物資輸送等の機能を確保するため港湾施設の耐震性の向上が必要であ

る。 

④ 「小樽港港湾 BCP」の実効性を高めるため、計画内容の点検や教育・訓練を通じ、適宜必

要な見直し・改善を図る必要がある。 

（石狩湾新港） 

① 耐震性の高い港湾施設のほか、港湾利用の効率性・安全性の向上を図るための施設の整備・

維持により、災害時における太平洋側港湾の代替機能や、防災機能、復旧・復興の拠点機能

を確保し、地域の防災力向上を図る必要がある。 
 
 

施策プログラム 

（小樽港） 

① 港湾機能の確保のため、老朽化が進む港湾施設について維持管理計画に基づき適正に管理する

とともに、計画的に老朽化対策を推進する。 

②③ 大型船舶に対応した機能強化や大規模地震時における緊急物資輸送拠点としての機能を確保

するための耐震性の高い港湾施設整備を推進する。 

④ 小樽港に係わる関係機関や港湾事業者等との連携を図り、定期的な教育・訓練の実施に取り組

み、「小樽港港湾 BCP」を充実する。 

（石狩湾新港） 

① 大規模災害時において、札幌圏への緊急物資輸送を行うため、耐震性の高い港湾施設のほか、

港湾利用の効率性・安全性の向上を図るための施設の整備・維持を進める。 
 

【関連計画等】 

・小樽港長期構想      

・小樽港港湾計画 

・小樽港港湾 BCP 

・小樽市地域防災計画 
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４－２ 市内外における物流機能等の大幅な低下 

 

【4-2-2】陸路における物流拠点の機能強化 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■公設水産地方卸売市場の老朽化が進んでいる。 

 

＜評価＞ 

① 災害時に生鮮食料品を市民に円滑に供給するため、物流拠点としての公設水産地方卸売市場

の機能維持が必要である。 

 
 

施策プログラム 

① 災害時における物流拠点としての機能を維持するため、公設水産地方卸売市場の効率的な運営

と適正な規模での施設再編の検討を進める。 
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４－3 食料の安定供給の停滞に伴う市民生活・社会経済活動への甚大な影響 

 

【4-3-1】食料生産基盤の整備 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■第 1 次産業においては、高齢化に伴う就業者の減少などへの対応が求められている。 

■暴風等の悪天候時における漁港施設の機能保全の対策が求められている。 

■漁獲量の減少により、漁業就業者の雇用の維持や所得の確保のためにより一層の資源管理が求め

られている。 

■農業者の高齢化等に伴う離農により、遊休農地が発生している。 

■本市農業は、平地が少なく傾斜地が多いことから、一戸当たりの耕地面積が少ない小規模営農者

が多く経営の安定化を含めた対策が求められている。 

 

＜評価＞ 

① 高齢化や後継者不足を解消するために、担い手の育成や確保などを推進する必要がある。 

② 漁港施設は、平時はもとより大規模災害時においても、食料供給を安定的に行うという重要

な役割があることから、津波対策、老朽化対策などの防災・減災対策も含め、機能保全対策

を行う必要がある。 

③ 漁業就業者の経営安定化を図るために、水産資源を管理しながら生産量増加の取組を推進す

る必要がある。 

④ 遊休農地解消に向けた対策を実施する必要がある。 

⑤ 農業者の効率的かつ安定的な農業経営基盤を強化する必要がある。 
 
 

施策プログラム 

① 将来にわたって食料の安定供給に貢献していくため、担い手育成及び新規就業者への支援を推

進する。 

② 機能保全対策を講じるために漁港管理者と連携した漁港施設の整備を促進する。 

③ 水産資源の生産量増加のために漁場改良や種苗生産などの漁業基盤の整備を促進する。 

④ 農地中間管理機構制度の活用により農地の有効利用を促進する。 

⑤ 農業者の生産性向上や経営改善のために認定農業者制度の利用促進に努める。 

 

指標 

放流魚種の漁獲量 986 ㌧（R6）⇒ 800 ㌧（R10） 

耕地面積 182ha（R6）⇒ 186ha（R10） 

認定農業者数 2 件（R6）⇒ 20 件（R10） 

 

【関連計画等】 

・農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 

・人・農地プラン 
 

 

 

 

 

 



- 43 - 

  

４－3 食料の安定供給の停滞に伴う市民生活・社会経済活動への甚大な影響 

 

  

【4-3-2】市内食料品の流通体制の確保 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■水産物の安定した生産量が求められている。 

■災害時における公設水産地方卸売市場のバックアップ体制を確保している。 

■小樽港は、北海道の食料の安定的供給や畜産業を支える日本海側の物流拠点として、古くから穀

物類を取り扱っているが、港湾施設の老朽化が進んでいるほか、近年の貨物船等の船舶の大型化

への対応が課題となっている。 

 

＜評価＞ 

①大規模災害の発生時において、食料の安定供給を行うためには、平時から一定の生産量や流

通ルートを確保のために、高付加価値化及びブランド化や販路の開拓・拡大に向けた取組を

推進する必要がある。 

②災害時における生鮮食料品の流通体制を確保するため、「道内卸売市場による災害時相互応

援協定※1」を締結しており、引き続き、卸売市場間の相互応援体制の継続を図ることが必要

である。 

③食料の流通・供給拠点としての港湾機能を確保するために港湾施設の老朽化対策が必要であ

る。 

④荒天時における大型船舶の安全な航行や停泊に対応するため港湾機能強化が必要である。 

※1 協定参加市場数：24 市（30 市場、45 団体） 被災市場が生鮮食料品を住民に十分供給できない場合の非被災市場による救援協力（道内

の公設卸売市場は全て参加） 
 
 

施策プログラム 

① 平時から食料品の供給力を確保するため、水産加工品の高付加価値化及び販路拡大、商品開発

に対する支援を促進する。 

② 災害時に生鮮食料品の供給が停滞することのないよう、卸売市場及び業者間の相互応援体制の

継続や関係機関等との情報共有を推進する。 

③④ 老朽化が進む港湾施設の計画的な老朽化対策や大型船舶に対応した機能強化を推進する。 

 

【関連計画等】 

・小樽港長期構想 

・小樽港港湾計画 
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（５）情報通信網や電力等ライフライン、交通ネットワークの確保 
 

5－１ 通信インフラの障害等による情報収集・伝達の不備 

 

  

【5-1-1】関係機関の情報共有化 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■防災行政無線（移動系）や衛星携帯電話など必要な通信機器の整備を行っている。 

・通信機器の保有状況（令和７年３月現在） 

機器名 数量 

防災行政無線（移動系） 77台 

衛星携帯電話 1台 

携帯電話 9台 

 

■国や道からの情報を多重的に受信し活用を図るために、各種システムの導入を行っている。 

導入済：全国瞬時警報システム（J-ALERT）、Em-Net（緊急情報ネットワークシステム）、 

     北海道総合行政情報ネットワーク、北海道防災情報共有システム 

 

＜評価＞ 

① 防災行政無線や衛星携帯電話等の必要台数は足りているが、今後とも適正な維持管理を継続

する必要がある。 

② 災害時において迅速な情報収集や情報共有・伝達の整備が重要となるため、導入済の防災情

報共有システム等を有効に活用するなど関係機関等とより一層連携を強化していく必要があ

る。 
 
 

施策プログラム 

① 災害時における情報連絡体制を確保するため、既存の防災行政無線（移動系）や衛星携帯電話

等の計画的な更新や定期的な動作確認など、必要に応じた適正な管理を推進する。 

② 災害現場や避難所、関係機関等との迅速かつ的確な情報収集、伝達体制の強化を図るととも

に、新たな情報共有システムの導入時には、関係機関と連携し、確実で速やかな導入を図る。 

整備例：災害現場における情報収集手段の強化（ウェアラブルカメラ※1 や無人航空機（ド

ローン）等の活用） 

※1「ウェアラブルカメラ」…身体等に装着しハンズフリーで撮影する小型カメラ 

 

指標 防災行政無線の試験放送利用回数 各子局で年４回（R6）⇒ 現状より増（R11） 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 
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5－１ 通信インフラの障害等による情報収集・伝達の不備 

 

【5-1-2】住民等への情報伝達体制の強化 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■広報誌などで定期的に災害への備えとして非常時持ち出し品のリストを、災害時の対応として情

報入手方法や指定避難所の場所を提示しているほか、地域防災計画に避難情報の発令基準や伝達

方法を明確にした「避難情報の発令判断・伝達マニュアル」を作成している。 

■災害時に正確かつ迅速な災害情報の提供を行うために、災害の事象ごとに災害関連情報の広報対

策を作成している。 

■自然災害や大規模停電、断水時などの際において、効果的な情報伝達体制が課題となっている。 
 

＜評価＞ 

① 災害関連情報においては、非常時持ち出し品のリスト等の災害への備えや災害時の情報入手

方法等の対応などがわかりやすく一元化になっておらず、また「避難情報の発令判断・伝達

マニュアル」の浸透が十分でないため、住民に対して、これらの情報を丁寧に説明し、浸透

を図る必要がある。 

② 実践的な広報訓練が十分ではないため、定期的な広報訓練を実施する必要がある。 

③ 大規模停電時の情報伝達手段に課題を残したため、大規模停電や断水時等に迅速で効果的な

情報伝達手段を確保するとともに、住民等への情報伝達には、町会活動等を通じた平時から

の住民同士のつながりが必要である。 
 

施策プログラム 

① 災害への備えと災害時の対応について、総括的でわかりやすい資料を作成し、広報誌や本市

ホームページへこれらの情報を掲載するとともに、まち育てふれあいトーク等における防災講話

の機会を通じ、市民への丁寧な説明に努めるなど防災教育の推進を図る。 

② 津波警戒区域において、屋外拡声子局を用いた放送ができる防災行政無線（同報系）を活用す

るとともに、災害時の広報活動が円滑に行えるよう、本無線を利用した実践的な避難訓練の実施

に努める。 

③-1 自然災害時に安全な避難行動をとれるよう、障がい者や高齢者、旅行者等にも配慮した情報

発信を行うとともに、停電や断水時においても、FM おたるでの緊急非常放送や消防・広報車

両での広報、テレビや本市ホームページなど災害情報の伝達手段の多様化や明瞭・的確な情報

発信等の効果的な情報伝達体制の整備推進に努める。 

③-2 災害時は、「自助」や行政による「公助」とともに、地域コミュニティにおける住民間の

「共助」の取組が不可欠なことから、小樽市総連合町会と連携し、町会等の加入促進に向けた

取組を推進する。 
 

指標 
防災行政無線(同報系) 屋外拡声子局 38 局（R6）⇒ 現状維持（R11） 

町会・自治会加入率 70.0％（Ｒ6）⇒ 現状より増（R11） 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 

・避難情報の発令判断・伝達マニュアル（津波災害編） 

・避難情報の発令判断・伝達マニュアル（土砂災害編） 

・避難情報の発令判断・伝達マニュアル（洪水編） 
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5－１ 通信インフラの障害等による情報収集・伝達の不備 

 

【5-1-3】外国人、観光客、高齢者等の要配慮者対策 

脆弱性評価 

＜現状＞  

■「観光客等の災害対応マニュアル」を作成し、被害状況や観光客の安否などの情報共有、滞在支

援などの役割分担を明確化した。また、観光客への交通情報や避難指示等についての情報発信を

行うための「災害時情報提供拠点」が求められている。 

■外国人を含む観光客に対する情報伝達体制の強化と充実が求められている。 

■避難行動要支援者※1 に対して、避難支援や安否確認などを行えるよう、毎年、避難行動要支援者

名簿を作成するとともに、個別避難計画票を作成している。 

 

＜評価＞ 

① 災害時に構成する「災害時連携団体※2」間の連絡体制や、災害時情報提供拠点の外国語対応

者の体制など、具体的な対応方法について検討する必要がある。 

②津波発生時の災害時情報提供拠点の機能を検討する必要がある。  

③ 災害時に外国人を含む観光客への安全が確保されないおそれがあるため、引き続き、多言語

による効果的な情報伝達手段や避難誘導体制の整備を推進する必要がある。 

④ 災害時に高齢者等の要配慮者への対策が行き届かないおそれがあるため、避難行動要支援者

について、地域との連携による支援体制の構築と対象者情報の適正管理・活用を図る必要が

ある。 
 
※1「避難行動要支援者」…避難等に支援を要する要介護高齢者や障がい者など。 

※2「災害時連携団体」…観光協会、ホテル・旅館組合、交通機関等で構成され、観光関係者の連絡体制等を総括し、災害時には観光客等の

被災状況等を一元的に集約して災害時情報提供拠点に伝達する役割を担う団体 
 
 

施策プログラム 

① 「観光客等の災害対応マニュアル」について、連携団体と幅広く情報共有を図るとともに、災

害に備えた訓練や協議の実施に努める。 

②津波発生時における情報提供を、SNS※3 等による伝達手段で補完するため、観光客の多いエリア

において、公衆無線 LAN の整備を推進するとともに、災害時情報提供拠点の機能を検討するな

ど必要な情報の伝達体制整備を強化する。 

③ 道路案内標識の英語表記やピクトグラム表記の推進、観光地における案内表示やホームページ

等における情報発信の多言語対応の整備に努める。 

④ 「避難行動要支援者支援計画」に基づき、個別の支援計画の策定を図るなど避難行動要支援者

の円滑な避難支援体制の推進に努める。 

※3「SNS」…Social Networking Service の略で、インターネット上の会員制サービスの一種のこと。友人・知人間のコミュニケーション

を円滑にする手段や、新たな人間関係を構築するための場を提供する。 

 

【関連計画等】 

・第二次観光基本計画 

・観光客等の災害対応マニュアル 

・小樽市地域福祉計画・小樽市地域福祉活動計画 

・避難行動要支援者支援計画 
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5－１ 通信インフラの障害等による情報収集・伝達の不備 

 

【5-1-4】帰宅困難者対策の推進 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■「北海道胆振東部地震」による大規模停電時に、多くの帰宅困難者が発生したため、手探り状態

で本市が臨時に避難所を開設し、対応に当たったが、事前に備えるべき対策等に課題を残した。 

■災害発生時に、観光客を含む多数の帰宅困難者の発生が懸念される。 

 

＜評価＞ 

① 大規模停電時において、情報収集・発信が十分ではなかったため、気象状況や市内交通機関

の情報を的確に把握し、発信を行う必要がある。 

② 大規模停電時において、避難所の開設ノウハウが備わっていなかったため、迅速に避難所を

開設し、適切な運営ができるよう、平時から実践的なマニュアルを整備しておく必要があ

る。 

③ 大規模停電時において、避難所への誘導体制が備わっていなかったため、避難所開設に当

たって、帰宅困難者に迅速に情報を周知し、誘導を促進する必要がある。 

④ 平時から関係団体等と協力して、災害時の対応について、確認を行える体制を整える必要が

ある。 
 
 

施策プログラム 

① 平時より本市と気象台、交通機関とが情報共有体制を強化していくことで、市民等に対する迅

速な情報伝達手段の整備を図る。  

② 災害発生時において、避難所を迅速に開設・運営できるよう、今後とも実践的なマニュアル整

備を推進するとともに、避難所開設・運営訓練の充実に努める。 

③ 災害発生後においても、本市のホームページ、SNS※1 や防災行政無線などで、今後の気象・交

通状況等を帰宅困難者に迅速に知らせる「災害・緊急情報」の周知の推進に努めるとともに、帰

宅困難者に対して、市内交通機関の駅・ターミナルから避難所への円滑な誘導体制の構築を図

る。 

④ 災害支援策として一時避難場所の確保や交通事業者との連携強化など、必要な支援が図られる

ように努める。 

 

※1「SNS」…Social Networking Service の略で、インターネット上の会員制サービスの一種のこと。友人・知人間のコミュニケーション

を円滑にする手段や、新たな人間関係を構築するための場を提供する。 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 

・観光客等の災害対応マニュアル 
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5－１ 通信インフラの障害等による情報収集・伝達の不備 

 

【5-1-5】地域防災活動、防災教育の推進 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■各町内会に対して自主防災組織の設置を促しているが、カバー率は 4 割にとどまっている。 

■各町内会での避難訓練は、これまで年平均３回程度実施しているが、町会員の高齢化が進行して

いることもあり、今後も継続的に訓練を行う体制が課題となっている。 

■教育機関に対する通学路の危険箇所の情報提供や保護者、児童生徒に対する注意喚起、危険箇所

の点検や防災に関する授業を実施している。 

■消防団員数は減少傾向にあることから、必要消防団員数の確保が課題となっている。 

■消防団の災害対応力の強化が課題であり、車両及び装備品の整備、更新が急務である。 

 

＜評価＞ 

① 自主防災組織活動カバー率は、現在４割にとどまっているため、地域における「共助」の取

組の重要性を地域住民に対し、更に浸透させる必要がある。 

② 町会の高齢化進行等により、訓練継続が困難となるおそれがあるため、行政による適正な支

援の下、災害時における相互扶助での避難計画策定・訓練に取り組む必要がある。 

③ 学校による定期的な避難訓練の実施や防災に関する授業に加え、突発的に起こる災害に備え

るため、学校関係者や児童生徒の防災意識の更なる向上に取り組む必要がある。 

④ 消防団員を確保するため、基本団員のほか特定の消防事務に従事する機能別団員及び女性消

防団員の加入促進を図る必要がある。 

⑤ 消防団の車両及び装備品を計画的に整備し、災害対応力の強化を図る必要がある。 
 
 

施策プログラム 

① 防災教育などで「共助」の重要性を継続的に啓発することで、地域の自主防災組織の設立を促

進するとともに、地域における防災の専門家や防災リーダーの育成を支援することにより、地域

の自主的な防災体制の構築・活動の推進に努める。 

② 地区住民等が自主的な防災活動の指針を定める「地区防災計画」の策定について、行政が適正

な支援をしながら、普及啓発を推進するとともに、地区ごとの実情を踏まえた実効性の高い避難

計画の策定を促進する。 

③ 通学路の危険箇所の注意喚起による事故等の未然防止や平時からの備え、避難行動に関する意

識啓発などについて、小・中学校の児童生徒を中心とした防災教育の取組を推進する。 

④ 機能別団員及び女性消防団員の積極的な活用を含めた消防団員の加入促進の取組を強化し、地

域防災力の充実を図る。 

⑤ 消防団の車両及び装備品を充実させ、実践的な訓練を推進し、地域防災力の充実強化を図る。 

 

指標 
自主防災組織活動カバー率 44.2%（R6 年 1 月）⇒ 60％（R11） 

消防団員の充足率 62％（R6 年 3 月）⇒ 90％（R11） 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 

・小樽市教育推進計画 

・第３次小樽市消防長期構想 
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5－２ 長期的又は広範囲なエネルギー供給の停止 

 

【5-2-1】再生可能エネルギーの推進 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■民間事業者による風力発電、太陽光発電等の大規模な事業計画については、各種法令手続・申請

等が多岐にわたることや、様々な関係者との調整に時間を要することから、それらの手続及び調

整が円滑に進むよう関係機関との連携を図るとともに、事業者が必要としている地域の情報等を

提供するなど再生可能エネルギーの推進に向けた後押しを行っている。 

■地球温暖化という気候変動問題に直面している中、太陽光発電や風力発電など再生可能エネル

ギーは CO2 排出量を削減し温暖化防止に寄与する一方で、地域住民の生活環境等への懸念をめ

ぐるトラブルや住民不安が顕在化している。 

■本市では、環境に対する負荷を低減するための再生可能エネルギーの活用に向けた情報収集や研

究及び導入拡大の推進を行っている。 

■本市では、市民や事業者に対し、地球温暖化防止対策の推進として環境配慮行動の普及啓発を実

施している。 

 

＜評価＞ 

① 地球温暖化防止に寄与する再生可能エネルギーの導入を、自然環境及び生活環境の保全との

調和を図りながら国や北海道、事業者と連携し、推進していく必要がある。 

② 再生可能エネルギーの利用に向けた情報収集や研究を、国や北海道、事業者と連携の上、推

進していく必要がある。 

③ 環境配慮行動の普及啓発を進めるとともに、地球温暖化防止に寄与する再生可能エネルギー

について市民や事業者の理解と利用促進について推進する必要がある。 
 
 

施策プログラム 

① 民間事業者の風力発電や太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入に当たっては、住民説明会

等の実施など地域住民との積極的なコミュニケーションを促し、地域との共生を図る。 

② 民間事業者協力の下、水道施設（管水路）の水流エネルギーを活用した小水力発電について、

事業化の見込みや発電した電気の活用方法などの調査、研究を進める。 

③ 再生可能エネルギーに対する市民や事業者の意識啓発により、温暖化対策とともに利用の促進

を図る。 

 

【関連計画等】 

・小樽市太陽光発電設備の設置に関するガイドライン 

・小樽市温暖化対策推進実行計画【区域施策編】 

・小樽市環境基本計画 
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5－２ 長期的又は広範囲なエネルギー供給の停止 

 

【5-2-2】電力基盤等の整備 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■北海道胆振東部地震の大規模停電発生時には、市内の多くの地域で停電からの回復が遅れたた

め、早期に停電から回復した市庁舎などに、携帯電話の充電のため市民が殺到した。 

■市庁舎及び災害対策本部が設置される消防庁舎には非常用電源設備が設置されており、給油によ

る連続運転が可能である。 

■指定避難所における非常用ポータブル電源設備の導入施設は、増えているものの 38 か所にとど

まっている（令和 6 年３月現在）。 

 

＜評価＞ 

① 北海道胆振東部地震に伴う大規模停電発生の教訓が重要であるため、非常用電源設備の整備

を進める必要がある。 

② 家庭での平時からの備えが重要であるため、自助の意識啓発を推進するとともに、停電時に

おける地域の自主的な防災対策を行う必要がある。 

③ 非常時における市庁舎及び消防庁舎の非常用電源設備への安定した給油体制の構築が必要で

ある。 

④ 非常時の電力供給安定化を図るためにも、日常的に供給負荷を低減させる必要がある。 

⑤ 災害時において電力等の供給を維持するため、エネルギー構成の多様化を図る必要がある。 
 
 

施策プログラム 

① 災害時に迅速かつ円滑な防災体制を整備するため、指定避難所などの防災拠点における非常用

電源設備等の導入の推進に努める。 

②-1 防災講話などで家庭での停電に対する備えの重要性について、定期的に市民へ丁寧に説明する

ことで、各家庭での備えの促進に努める。 

②-2 各家庭における平時からの備えに対する意識啓発により、「自助」の取組の促進に努める。 

③ 災害時の非常用電源設備への給油については、本市独自での燃料調達に努めるとともに、小樽

地方石油業協同組合との災害時協定や、北海道の重要施設に対する燃料供給体制なども活用し、

安定した給油体制の構築に努める。 

④ 小樽市温暖化対策推進実行計画【事務事業編】（令和４年２月）に基づき、公共施設等におけ

る省エネルギー化及び再エネ導入を推進する。 

⑤-1 災害時も含めた電力の安定供給を確保するため、公共施設における電気設備の耐災害性の向上

に努めるとともに、電源の多様化、分散化を推進する。 

⑤-2 災害時の機動力の確保と電源対策のため、公用自動車への電気自動車等の導入を推進する。 

 

指標 指定避難所の非常用ポータブル電源配備数 38 か所（R6）⇒ 47 か所（R11） 
 

【関連計画等】 

・小樽市温暖化対策推進実行計画【事務事業編】 

・小樽市温暖化対策推進実行計画【区域施策編】 

・小樽市環境基本計画 
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5－２ 長期的又は広範囲なエネルギー供給の停止 

 

【5-2-3】石油燃料供給の確保等の防災対策 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■石油燃料等の供給については、一定程度確保されている。 

・「災害時における石油類燃料の供給等に関する協定」を締結（小樽地方石油業協同組合） 

・「災害等の発生時における応急・復旧活動の支援に関する協定」を締結（北海道エルピーガス

災害対策協議会） 

・「住民拠点 SS※1」として、市内 17 のサービスステーション（SS）が指定されている。（令

和 7 年３月現在） 

 

＜評価＞ 

① 今後においても、災害時の関係機関との連携強化が重要であるため、災害時の救援、災害復

旧活動等に必要な車両や施設、避難所等で使用する石油燃料等の安定確保に取り組む必要が

ある。 

② 大規模停電時における非常用電源の確保は重要であるため、災害時における燃料給油拠点の

電源対策を促進する必要がある。 

※1「住民拠点 SS」…国が指定する災害時に地域住民の燃料供給拠点となる自家発電装置を備えたサービスステーション 
 
 

施策プログラム 

① 災害時において円滑な燃料供給が可能となるよう、自家発電設備を整備した「住民拠点 SS」の

周知を図り、活用の促進に努める。 

② 石油類燃料等を安定的に確保し、住民生活の安心と円滑な防災体制を実現するため、バック

アップ電源の重要性を双方で共有できるよう関係機関との協力体制を維持し、情報共有や連携の

促進に努める。 

 

指標 
自家発電設備を備えた市内サービスス

テーション数 
17 か所（R6） ⇒ 現状維持（R11） 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 
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5－３ 上下水道等の長期間にわたる機能停止 

 

【5-3-1】水道施設等の防災対策 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■令和 3 年 3 月に小樽市上下水道ＢＣＰを策定している。 

■応急資機材や薬品、燃料等を確保するとともに、関係団体との間で応急給水、応急復旧等に関す

る協定を締結している。また、緊急遮断弁※1 の設置や加圧式給水タンク車の導入などにより危機

管理体制の強化を図っている。 

■小樽市水道耐震化計画（平成 21 年策定）に基づいた事業を実施するとともに、老朽化対策とし

て老朽施設等更新改良事業、配水管整備事業等を進めている。 

■水道施設等の防災対策の状況（令和７年 3 月現在） 

区分 現状値 
水道施設の耐震箇所数 9か所 

水道管路の耐震延長 53.6km 
 

＜評価＞ 

① 上下水道ＢＣＰに沿った訓練の実施により、実効性の確保や関係団体との連携強化を図る必

要がある。 

② 応急資機材や物資の十分な確保を図るなど、災害時における応急給水・応急復旧体制を強化

する必要がある。 

③ 水道施設の耐震化や老朽化対策の推進、適切な維持管理の実施により、安全性の向上を図る

必要がある。 

※１「緊急遮断弁」…配水池等に設置するバルブで、地震や事故などで水道管が破損した際に流量の異常を検知し、弁を閉止することにより

飲料水の流出を防ぐ。 
 

施策プログラム 

① 上下水道 BCP の充実を図るとともに、後志地区水道協議会などの広域連携に係る合同研究会に

積極的に参加し、近隣自治体との連携について意見交換を行うなど、組織強化と広域連携の推進

に努める。 

② 災害時における迅速かつ的確な対応を行うため、市民参加型の応急給水訓練の実施や応急資機

材の確保のほか、業者との連携体制を強化するなど、応急給水・応急復旧体制の充実を図る。 

③-1 水道耐震化計画については、災害時基幹病院の移転や給水拠点としていた小・中学校の閉校と

いった市内情勢の変化や、指針の改訂などに対応した見直しを行うことで、耐震化事業の充実

を図る。 

③-2 施設や管路の計画的な改築・更新により老朽化対策を推進する。なお、更新の際には水道施設

ごとの特徴を抽出した上で、バックアップなどのリスク分散についても検討する。 
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指標 

水道管路の耐震化 

（対象管路総延長 174.4km※2） 
53.6km（R6）⇒ 60.0km（Ｒ10） 

水道施設の耐震化 

（対象施設数 42 か所※2） 
9 か所（R6）⇒ 13 か所（Ｒ10） 

導・送・配水管路の更新 

（対象管路総延長 153.6km※2） 
17.7km（R6）⇒ 34.3km（Ｒ10） 

水道設備の更新 

（対象設備数 242 基※2） 
75 基（R6）⇒ 138 基（Ｒ10） 

※2  R6年度末現在 

 

【関連計画等】 

・第 2 次小樽市上下水道ビジョン 

・小樽市上下水道 BCP 

・水樽市水道耐震化計画 

・小樽市地域防災計画 
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【5-3-2】下水道施設等の防災対策 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■令和 3 年１１月に小樽市上下水道ＢＣＰを策定している。（5-3-1 の再掲） 

■応急資機材や薬品、燃料等を確保するとともに、関係団体との間で応急復旧等に関する協定を締

結している。 

■小樽市下水道耐震化計画（令和５年策定）や下水道ストックマネジメント計画に基づき、管きょ

を含む下水道施設の耐震化を進めるとともに、老朽化した処理場などの主要設備や管きょ及びマ

ンホール等の更新を実施している。 

■北海道災害対策会議の構成団体として、災害時における管路施設の復旧支援に相互協力してい

る。 

■災害時には浄化槽にも被害が生じ、生活排水等の流出が懸念される。 

■下水道施設等の防災対策の状況（令和７年 3 月現在） 

区分 現状値 
下水道施設の耐震箇所数 ８か所 

下水道管路の点検延長 89.3km 

 

＜評価＞ 

① 上下水道ＢＣＰに沿った訓練の実施により、実効性の確保や関係団体との連携強化を図る必

要がある。（5‐3‐1 の再掲） 

② 応急資機材や物資の十分な確保を図るなど、災害時における応急復旧体制を強化する必要が

ある。 

③ 下水道施設の耐震化や老朽化対策の推進、適切な維持管理の実施により、安全性の向上を図

る必要がある。 

④ 災害時における生活排水等の流出を防止する必要がある。 
 
 

施策プログラム 

① 上下水道 BCP の充実を図るとともに、近隣自治体との連携について意見交換を行うなど、組織

強化と広域連携の推進に努める。 

② 災害時における迅速かつ的確な対応を行うため、応急資機材等の確保や業者との連絡体制を強

化するなど、応急復旧体制の充実を図る。 

③-1 長期にわたる下水道の機能停止を回避するため、老朽化した下水道施設の更新を計画的に進

めるとともに適切な維持管理に努め、防災対策を推進する。 

③-2 下水道耐震化計画を基に、軌道下、幹線道路、防災拠点と処理場及びポンプ場を結ぶ重要管路

について改築・更新に併せ耐震化を図るとともに、津波対策や雨天時の浸入水対策を検討す

る。 

④-1 下水道処理区域外において、災害に強い特性を持つ合併処理浄化槽の設置を促進することに

より、生活排水の適切な処理を推進する。 

④-2 下水道施設の被災を想定し、携帯トイレや簡易トイレなどの備蓄数量を増やすとともに、市

民に対しても自助の備えについて周知啓発を進める。 

④-3 市内に３か所ある終末処理場のうち、被害の少ない処理場へ汚水吸引車により搬送す

るなどの対策を実施する。 
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指標 

下水道設備の更新 

（対象設備総数 724 基※1） 
70 基（R6）⇒ 184 基（Ｒ10） 

下水道管路の点検 

（対象管路総延長 627km※1） 
89.3km（R6）⇒ 123.2km（Ｒ10） 

下水道施設(建築物)の耐震診断 

（対象施設総数 28 か所※1） 
19 か所（R6）⇒ 25 か所（Ｒ10） 

※1 Ｒ6 年度末現在 

 

【関連計画等】 

・第 2 次小樽市上下水道ビジョン 

・小樽市上下水道 BCP 

・小樽市下水道ストックマネジメント計画    

・小樽市下水道耐震化計画 

・小樽市地域防災計画 
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5－４ 市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止 

 

【5-4-1】交通ネットワークの整備 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■災害時における迅速な物資供給、救急救助活動及び避難を可能とする幹線道路（都市計画道路）

の整備が進んでいない。 

・整備状況（令和 7 年 3 月末現在） 

 小樽都市計画道路 札幌圏都市計画道路 

改良済※1 延長 108,810m(84.33%) 4,770ｍ（100％） 

整備済※2 延長 82,440m(63.89%) 4,770ｍ（100％） 

■災害時における公共交通網の確保に向けた取組を行っている。 

・「小樽市地域公共交通活性化協議会」の設置（平成 29 年 11 月） 

・「小樽市地域公共交通網形成計画」（令和元年５月策定）に基づく施策の実施 

・鉄道駅などのバリアフリー化の推進 

■強靱な国土づくりに貢献する広域高速交通網の整備を進めている。（令和７年 3 月現在） 

・北海道新幹線：新函館北斗～札幌間 整備中（令和 20 年度末開業予定） 

・北海道横断自動車道：余市～小樽間 平成 30 年 12 月開通（小樽 JCT 小樽→余市方面は開通

時期未定）。仁木～余市間 令和７年３月開通、ニセコ～仁木間 事業中（開通時期未定）、蘭

越～ニセコ間 計画段階評価完了、黒松内～蘭越間 調査中 

＜評価＞ 

① 災害時における迅速な物資供給、救急救助活動及び避難を可能とする幹線道路の整備を推進

する必要がある。 

② 災害時における市民の交通手段を確保するため、将来にわたり持続可能な地域公共交通を構

築する必要がある。 

③ 鉄道駅などのバリアフリー化を推進し、高齢者や障がい者をはじめ、全ての人が災害時も安

心して利用できるよう、施設の安全性や利便性向上を図る必要がある。 

④ 大規模災害時の広域での救助・救援活動等を円滑に行うため、陸路での高速輸送に不可欠な

北海道新幹線の札幌延伸と、道央圏の南回りルート被災時の代替機能も担う北海道横断自動

車道（北回りルート）の整備を、可能な限り早期に実現する必要がある。 

※1「改良済」…道路用地が、計画決定どおり確保されている区間 

※2「整備済」…改良済区間のうち、計画断面どおりに整備されている区間 
 
 

施策プログラム 

① 長期間未整備となっている都市計画道路について、その必要性等を総合的に点検・検証し、計

画の見直しを行い、必要な道路の整備について検討する。 

② 路線バスをはじめとする地域公共交通を維持していくためには、関係者と連携を図りながら、

利便性の向上や利用促進、乗務員確保に向けた取組などを進めるとともに、安定した運営の下で

円滑に運行がなされるよう、路線バスの運行経費に対する支援などに取り組む。 

③ 災害時、高齢者や障がい者をはじめ、全ての人が円滑に移動できるよう、鉄道駅などのバリア

フリー化を推進する。 

④ 北海道新幹線及び北海道横断自動車道黒松内・小樽間の早期整備に向け、関係機関と連携した

要望活動等を行うとともに、北海道新幹線新小樽（仮称）駅の交通結節点に求められる機能の確

保に向けた取組を進める。 
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【関連計画等】 

・第２次小樽市都市計画マスタープラン 

・小樽市都市計画道路の見直し方針 

・小樽市地域公共交通網形成計画 

・南小樽駅周辺地区バリアフリー基本構想 

・北海道新幹線新小樽（仮称）駅周辺まちづくり計画 
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5－４ 市外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止 

 

【5-4-2】道路施設の防災対策等 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■緊急輸送道路※1 をまたぐ橋梁等の定期的な点検と計画的な修繕等を行っている。 

■緊急輸送道路である国道５号において、電柱の倒壊による交通遮断防止等の対策を国が行ってい

る。 

■上記以外の橋梁などの道路施設に関する老朽化対策 

・「小樽市橋梁長寿命化修繕計画」等に基づき、橋梁の修繕等を行っている。 

・「小樽市道路ストック修繕更新計画」に基づき、トンネル、横断歩道橋及び大型標識などの修 

繕等を行っている。 

・平成 21 年度から本市のロードヒーティング更新計画に基づきロードヒーティング設備の更新

を行ってきたが計画どおりには進んでいない。引き続き、小樽市ロードヒーティング長寿命化

計画に基づき更新等を継続する予定である。 

■本市が管理する橋梁の法定点検実施率は 100％であり、現在 3 巡目の点検を実施中である。（令

和 7 年 3 月現在） 

■本市が管理するトンネル、横断歩道橋及び大型標識などの道路施設の法定点検実施率は 100％で

あり、2 巡目の点検が終了している。（令和 7 年 3 月現在） 

■市道の街路樹は、今後、老木化等が進むことから、災害時の倒木が懸念される。 

■JR 小樽駅や JR 南小樽駅の駅前広場など、多くの市民が利用する交通施設には、機能面や歩行者

の安全面などにおいて課題がある。 

 

＜評価＞ 

① 救援活動などに必要な市街地等における緊急輸送道路を適切に維持管理する必要がある。 

② 災害時における避難・救助や物資供給等の応急活動を行う緊急車両の通行を確保するため、

緊急輸送道路をまたぐ橋梁等の定期的な点検と計画的な修繕等を推進する必要があるほか、

緊急輸送道路における電柱の倒壊による交通の遮断を防止する必要がある。 

③ 災害時における市内交通を確保するため、上記以外の橋梁のほか、トンネル、横断歩道橋及

び大型標識などの道路施設についても定期的な点検及び修繕等を行う必要がある。 

④ 豪雪時においても市内交通を確保するため、ロードヒーティングの安定的な稼働を確保する

必要がある。 

⑤ 災害時における街路樹の倒木による道路の閉塞を防止する必要がある。 

⑥ 災害時においても交通施設としての機能を発揮できるよう、駅前広場などの機能及び安全性

の向上を図る必要がある。 

※1「緊急輸送道路」…地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するため、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹

線的な道路並びにこれらの道路と知事が指定する防災拠点を相互に連絡する道路 

 

施策プログラム 

① 災害時における緊急輸送の円滑かつ確実な実施のため、関係機関と連携を図りながら、緊急輸

送道路の適切な維持管理を推進する。 

②-1 災害に強い交通網を構築するため、関係機関と連携を図りながら、緊急輸送道路に架かる橋梁

の定期的な点検と計画的な修繕や耐震化等を推進する。 

②-2 北海道開発局が行う一般国道５号の無電柱化（電線共同溝事業）を促進するため、国等に要

望を行う。 

③ 橋梁、トンネル、横断歩道橋及び大型標識については、定期的な点検による健全性の診断に基

づき、予防保全的な修繕等を行うことにより、安全で円滑な交通を確保する。 



- 59 - 

  

④ 豪雪時においてもロードヒーティングの安定的な稼働を確保するため、適切な維持管理を実施

するとともに、計画的な更新を行う（1-5-1 の再掲）。 

⑤ 災害時における街路樹の倒木などによる道路の閉塞を防ぐため、老木化等が進んだ街路樹の適

切な維持管理を推進する。 

⑥ 多くの市民が利用する交通施設のバリアフリー化や耐震化、改築等を通じて、災害時も安心し

て利用できるよう、施設の安全性や利便性向上を図る。 

 

指標 
小樽市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、

修繕を完了する橋りょう数※2 
12 橋（R6）⇒19 橋（R11） 

※2 小樽市橋梁長寿命化修繕計画に掲載されている橋りょうの総数 136 橋（令和７年１月現在） 

 

【関連計画等】 

・小樽市橋梁長寿命化修繕計画 

・小樽市道路ストック修繕更新計画 

・小樽市ロードヒーティング長寿命化計画 

・ＪＲ小樽駅前広場再整備基本計画 

・南小樽駅周辺地区バリアフリー基本構想 
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（6）迅速な復旧・復興等 

 

６－１ 災害廃棄物の処理の停滞等による復旧・復興の大幅な遅れ 

 

【6-1-1】災害廃棄物の処理体制の整備 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■北しりべし廃棄物処理広域連合の構成市町村として参画している。 

■国では、地方公共団体による災害廃棄物処理計画の策定に資するとともに、災害時に発生する廃 

棄物の処理を適正かつ円滑・迅速に行うための平時の備え、発災直後からの応急対策、復旧・復

興対策を実施する際に参考となる事項を取りまとめた「災害廃棄物対策指針」を策定している。 

■災害ごみが発生した場合の迅速な処理が課題であるが、一時保管場所となる候補地が少ない。 

 

＜評価＞ 

① 大規模自然災害時においては、通常の生活ごみに加えて、避難所のごみや被災家屋等の片付

けごみ、仮設トイレ等のし尿などの処理を円滑に行う必要がある。 

② 災害からの迅速な復旧・復興に向け、小樽市災害廃棄物処理計画に基づく処理体制の整備を

図る必要がある。 
 
 

施策プログラム 

①② 大規模自然災害の発生を想定した小樽市災害廃棄物処理計画の推進と処理体制整備に努め

る。 

 

【関連計画等】 

・小樽市災害廃棄物処理計画 

・小樽市地域防災計画 
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６－２ 復旧・復興等を担う人材の絶対的不足 

 

【6-2-1】災害対応に不可欠な建設業との連携 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■災害応急対策の業務対応等に関する協定は、既に関係機関と締結している。 

・災害時における消防活動の協力に関する協定（小樽建設協会） 

・災害時等における応急対策業務に関する協定（小樽地方電気工事協同組合） 

・小樽市所管都市施設における災害時の協力体制に関する協定（小樽建設事業協会） 

・大規模火災時における消火用水の搬送協力に関する協定書（小樽地区生コンクリート協同組合) 

■台風等の風水害が発生した場合は、建設業者に対応を要請している。 

■小樽市事業内職業訓練センターを設置し、技能者の養成や技術の向上に努めている。 

■小樽市季節労働者通年雇用促進協議会による季節労働者の技能資格取得支援や、合同企業説明会

等を実施している。 

 

＜評価＞ 

① 各種応援協定の締結など、平時における建設業者との連携体制を整備する必要がある。  

② 災害からの復旧・復興に必要な建設業の担い手を確保する必要がある。 

③ 災害時に備えて建設業者との連絡体制を強化していく必要がある。 

④ 小樽市事業内職業訓練センターや小樽市季節労働者通年雇用促進協議会による季節労働者の

技能資格取得支援の活用により、継続して技能者の養成や技術の向上に取り組む必要があ

る。 
 
 

施策プログラム 

① 火災をはじめとした災害が発生又は発生のおそれがある状況で、消防機関の人員や機械器具な

どの消防力では対応が困難な場合に、小樽建設協会や小樽地区生コンクリート協同組合などに活

動の協力を要請する。 

② 建設業就業者や技能労働者の確保においては、災害時の復旧・復興はもとより、今後対応が迫

られる施設の老朽化対策などを着実に進めていくためにも不可欠であり、若年層を中心とした担

い手の確保に向けた取組を推進する。 

③ 大規模災害時においても迅速な対応が可能となるよう、本市と建設業者が連携して対応に当た

る体制の強化に努める。 

④ 事業内職業訓練センターや小樽市季節労働者通年雇用促進協議会による季節労働者の技能資格

取得支援を活用し、引き続き技能者の養成や技術の向上を促進する。 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 
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６－２ 復旧・復興等を担う人材の絶対的不足 

 

【6-2-2】災害ボランティアの活用体制の整備 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■小樽市災害ボランティアセンターの運営においては、必要な資機材の備蓄量や研修・訓練等が十

分とは言えない状況である。（小樽市社会福祉協議会） 

■小樽市社会福祉協議会及び小樽青年会議所と「災害時におけるボランティア活動に関する協定」

を締結し活用体制を検討中である。 

 

＜評価＞ 

① 小樽市災害ボランティアセンターにおけるボランティアの活用体制を小樽市社会福祉協議会

と連携し、整備する必要がある。（小樽市社会福祉協議会） 

 
 

施策プログラム 

①-1 災害時における被災者支援のボランティア活動は、被災地の復興支援に重要な役割を果たして

おり、ボランティア活動の効果的・効率的な運用を図るため、小樽市社会福祉協議会及び小樽

青年会議所との連携による活用体制の整備を推進する。 

①-2 小樽市災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルに基づく本部立上げ訓練の実施と検

証により、運営体制を確保する。（小樽市社会福祉協議会） 

 

【関連計画等】 

・小樽市地域防災計画 
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（7）歴史文化資源の保全 

 

７－１ 貴重な歴史文化資源の喪失 

 

【7-1-1】歴史文化資源の保全及び防災対策等 

脆弱性評価 

＜現状＞ 

■国指定重要文化財（旧日本郵船㈱小樽支店、旧手宮鉄道施設、旧三井銀行小樽支店）をはじめと

する多くの歴史文化資源が独自の歴史的景観を創出し大きな観光資源となっているが、歴史的に

価値のある建造物の中には耐震性が不足しているものや老朽化しているものがある。 

■老朽化が進む歴史的建造物等の保全及び活用には技術的な課題を伴うことがあり、更には維持補

修のため多額の経費を要することもある。 

 

＜評価＞ 

① 歴史的景観を構成する歴史文化資源を良好な状態で後世に継承していくとともに、災害発生

時の迅速な復旧・復興のため、平時において歴史的建造物等の点検や防災対策を行う必要が

ある。 
 
 

施策プログラム 

①-1 耐震性が不足する国指定重要文化財の耐震化を推進する。 

①-2 歴史的建造物の所有者等への技術的・経済的支援により歴史的景観を保全する。 

①-3 歴史的建造物の保全活用に向けた「歴史まちづくり法※１」に基づく歴史的風致維持向上計画

の策定及び計画事業の推進や、「伝統的建造物群保存制度※２」等による国の支援制度の活用

を含めた取組を検討する。 

 

※1「歴史まちづくり法」…歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境（歴史的風

致）を後世に継承するまちづくりの取組を国が支援するための法律 

※2「伝統的建造物群保存制度」…伝統的な建造物群で価値の高いもの及びこれと景観上密接な関係にある環境を含む歴史的なまとまりを持

つ地区を「伝統的建造物群保存地区」として定め、歴史的な集落や街並みの保存を図る制度 

 

【関連計画等】 

・小樽市歴史文化基本構想 

・小樽市景観計画 

・重要文化財(建造物)旧日本郵船株式会社小樽支店保存活用計画 

・小樽市歴史的風致維持向上計画  
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第４章 計画の推進 
 

１ 推進事業 

 

施策プログラムを推進するための具体策となる「推進事業」を、別表のとおり示します。 

推進事業は、毎年度の予算編成において、社会的な要請や国及び北海道の動向、本市の財

政状況などを踏まえて、実行の優先順位や実施内容等を決定します。 

なお、計画策定後の状況変化等に機動的に対応するため、計画期間中においても、必要に

応じて推進事業の追加・修正等を行います。 

 

 

２ 計画の進捗管理 

 

計画の推進に当たっては、施策プログラムに設定した指標の推移などから、その進捗状況

や効果を点検し、推進事業の見直しやスクラップアンドビルドなどの改善を行う「PDCA サ

イクル」により、効果的・効率的な推進を図ります。 

上記に示した推進事業の追加・修正等のほか、社会経済情勢の変化などへ対応するため、

計画期間内においても必要に応じて見直しを行います。 
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【別表】 推進事業一覧 

施策プログラム 事業名等 所管 

1-1-1 住宅・建築物
等の耐震化 

校舎等耐震補強等事業（忍路中央小、塩谷小、桂岡小、忍

路中、潮見台中） 
教育部 

防災機能強化事業（長橋小、稲穂小、花園小、奥沢小、桜

小、朝里小、銭函小） 
教育部 

小樽市木造住宅耐震改修促進事業 建設部 

小樽駅前第１ビル周辺地区市街地再開発事業 建設部 

1-1-2 建築物等の老
朽化対策 

大規模改造事業（長橋小ほか） 教育部 

空調設備改修事業（暖房）（忍路中央小、塩谷小、高島小、長橋

小、望洋台小、朝里小、張碓小、桂岡小、銭函小、忍路中、西陵中、松ヶ

枝中、向陽中、潮見台中、桜町中、望洋台中） 

教育部 

トイレ改修事業（忍路中央小、塩谷小、高島小、長橋小、稲穂小、望

洋台小、朝里小、張碓小、桂岡小、銭函小、西陵中、菁園中、向陽中、潮

見台中、望洋台中、朝里中） 

教育部 

空調設備改修事業（冷房）（忍路中央小、塩谷小、高島小、幸小、

長橋小、手宮中央小、稲穂小、花園小、山の手小、奥沢小、潮見台小、桜

小、望洋台小、朝里小、張碓小、桂岡小、銭函小、忍路中、長橋中、北陵

中、西陵中、菁園中、松ヶ枝中、向陽中、潮見台中、桜町中、望洋台中、

朝里中、銭函中） 

教育部 

照明設備改修事業（忍路中央小、塩谷小、高島小、長橋小、手宮中央

小、稲穂小、花園小、潮見台小、桜小、望洋台小、朝里小、張碓小、桂岡

小、銭函小、忍路中、長橋中、西陵中、菁園中、松ヶ枝中、向陽中、潮見

台中、桜町中、望洋台中、銭函中） 

教育部 

長寿命化改修等事業（朝里中、朝里小、高島小ほか） 教育部 

市営住宅施設整備事業 建設部 

市営住宅改善事業 建設部 

用途廃止事業 建設部 

公営住宅建替事業 建設部 

空き家対策総合支援事業 建設部 

1-1-3 指定避難所等
の 普 及 ・ 啓 発 の 推
進、開設・運営の充
実及び指定等 

防災関係経費（防災訓練関係経費） 総務部 

都市公園安全・安心事業（都市公園・緑地等事業） 建設部 

1-1-4 地盤等の情報

共有 
宅地耐震化推進事業 建設部 

1-2-1 警戒避難体制

等の整備 
避難支援事業 総務部 

1-3-1 津波避難体制

等の整備 
防災関係経費（防災訓練関係経費） 総務部 
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1-4-1 洪水・内水ハ

ザードマップの作成 
防災関係経費（防災訓練関係経費） 総務部 

1-4-2 河川改修等の

治水対策 

河川整備事業 

 ・自然災害防止事業、臨時河川整備事業 
建設部 

銭函地区河川防災事業 

 ・河川しゅんせつ等 
建設部 

沈砂池しゅんせつ等工事費 

 ・沈砂池しゅんせつ等 
建設部 

1-5-1 暴風雪時にお

ける道路管理体制の

強化 

社会資本整備総合交付金事業 

 ・除雪費 
建設部 

防災・安全交付金事業 

 ・ロードヒーティング更新等 
建設部 

1-5-2 除雪体制の確

保 

防災・安全交付金事業 

 ・除排雪機械更新事業 
建設部 

2-1-1 防災訓練等に

よる救助・救急体制

の強化 

防災関係経費（防災訓練関係経費） 総務部 

2-1-2 消防活動等に

要する情報基盤、資

機材の整備 

消防防災施設整備事業 

 ・消防水利施設整備事業（耐震性貯水槽） 
消防本部 

消防防災施設整備事業 

 ・高機能消防指令センター整備事業 
消防本部 

2-3-2 非常用物資の

備蓄促進 
防災関係経費（避難所機能強化事業）  総務部 

2-4-1 避難所等の生

活環境の改善、健康

への配慮 

防災関係経費（避難所機能強化事業） 総務部 

2-4-2 冬期を想定し

た避難所等の対策 
防災関係経費（避難所機能強化事業） 総務部 

防災関係経費（防災訓練関係経費） 総務部 

3-1-1 災害対策本部

機能等の強化 
防災関係経費（防災訓練関係経費） 総務部 

防災関係経費（防災行政無線（同報系）整備事業） 総務部 

3-1-2 行政の業務継

続体制の整備 
防災関係経費（業務継続計画策定事業費） 総務部 

3-1-3 広域応援・受

援体制の整備 
ボランティア育成事業費補助金 福祉保険部 

緊急消防援助隊設備整備事業 

・機動力増強・近代化事業 
消防本部 

3-1-3 広域応援・受

援体制の整備 

緊急消防援助隊設備整備事業 

 ・救急業務高度化推進事業 
消防本部 

4-1-1 リスク分散を

重視した企業立地等

の促進 

 

企業誘致促進事業費 産業港湾部 
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4-2-1 港湾の機能強

化 

 

北防波堤改良事業（国直轄工事負担金） 産業港湾部 

北副防波堤改良事業（国直轄工事負担金） 産業港湾部 

中央ふ頭岸壁改良事業（国直轄工事負担金） 産業港湾部 

第２号ふ頭岸壁改良事業 産業港湾部 

臨港道路改良事業 産業港湾部 

小樽港保安施設改良事業 産業港湾部 

色内ふ頭老朽化対策事業 産業港湾部 

港内鋼構造物延命化対策事業 産業港湾部 

港内岸壁附帯施設改良事業 産業港湾部 

第 3 号ふ頭小型船だまり事業 産業港湾部 

第 3 号ふ頭基部緑地整備事業 産業港湾部 

港内泊地しゅんせつ事業 産業港湾部 

若竹地区防波堤改良事業 産業港湾部 

第 2 期運河改良事業 産業港湾部 

維持管理計画更新事業 産業港湾部 

港湾施設維持補修費 産業港湾部 

第 2 号ふ頭荷さばき地整備事業 産業港湾部 

勝納ふ頭荷さばき地改良事業 産業港湾部 

港湾上屋改修事業費 産業港湾部 

多目的荷役機械延命化対策事業 産業港湾部 

多目的荷役機械保守点検業務等 産業港湾部 

上屋補修工事費 産業港湾部 

第 3 号ふ頭基部道路改良事業 産業港湾部 

石狩湾新港西地区国際物流ターミナル整備事業 
産業港湾部（石狩

湾新港管理組合） 

石狩湾新港東地区国際物流ターミナル整備事業 
産業港湾部（石狩

湾新港管理組合） 

観光船ターミナル整備事業 産業港湾部 

4-2-1 港湾の機能強

化 

 

港湾管理事務所整備事業 産業港湾部 

第３号ふ頭周辺環境整備事業 産業港湾部 

4-3-1 食料生産基盤

の整備 
水産振興活動事業 産業港湾部 
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4-3-1 食料生産基盤

の整備 
水産多面的機能発揮対策事業 産業港湾部 

水産環境整備事業道直轄工事費負担金 産業港湾部 

漁港整備道直轄工事費負担金 産業港湾部 

農地整備促進事業費 産業港湾部 

施設栽培促進事業費 産業港湾部 

経営改善事業費補助金 産業港湾部 

農地中間管理機構集積協力金補助金 産業港湾部 

農業次世代人材投資事業費補助金 産業港湾部 

4-3-2 市内食料品の

流通体制の確保 
北防波堤改良事業（国直轄工事負担金） 産業港湾部 

北副防波堤改良事業（国直轄工事負担金） 産業港湾部 

中央ふ頭岸壁改良事業（国直轄工事負担金） 産業港湾部 

臨港道路改良事業 産業港湾部 

港内鋼構造物延命化対策事業 産業港湾部 

港内岸壁附帯施設改良事業 産業港湾部 

港内泊地しゅんせつ事業 産業港湾部 

勝納ふ頭荷さばき地改良事業 産業港湾部 

港湾上屋改修事業費 産業港湾部 

上屋補修工事費 産業港湾部 

定温庫冷蔵設備更新事業 

 ・定温庫冷蔵設備賃借費等 
産業港湾部 

水産物ブランド化推進事業 産業港湾部 

物産協会補助金事業 産業港湾部 

小樽産品販路拡大強化支援事業 産業港湾部 

5-1-4 帰宅困難者対

策の推進 
防災関係経費（防災訓練関係経費） 総務部 

5-1-5 地 域 防 災 活

動、防災教育の推進 

消防団設備整備事業 

 ・消防団員安全装備品等整備事業 
消防本部 

5-3-1 水道施設等の

防災対策 

老朽施設等更新改良事業 

・浄水場、配水池及びポンプ所の老朽施設更新改築工事 
水道局 

導・送水管整備事業及び配水管整備事業 

・導水管、送水管、配水管の更新工事 
水道局 

5-3-2 下水道施設等

の防災対策 

色内ふ頭老朽化対策事業 

・色内ふ頭護岸の長寿命化対策工事 
水道局 

処理場・ポンプ場施設整備事業 

 ・処理場及びポンプ場の老朽施設更新工事 
水道局 
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5-3-2 下水道施設等

の防災対策 

管路施設整備事業 

 ・管路施設の更新工事 
水道局 

合併処理浄化槽設置整備事業費補助事業 生活環境部 

5-4-1 交 通 ネ ッ ト

ワークの整備 
北海道新幹線建設費負担金 建設部 

鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業 建設部 

生活バス路線運行費補助金 総合政策部 

新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業 建設部 

5-4-2 道路施設の防

災対策等 

 

臨時市道整備事業 

 ・道路改良工事、側溝改良工事、舗装改良工事等 
建設部 

道路橋りょう維持費 

 ・側溝しゅんせつ、側溝等補修工事等 
建設部 

道路法定点検事業（道路メンテナンス事業） 

 ・橋りょう、トンネル、横断歩道橋、門型標識等の法 

定点検 

建設部 

橋りょう長寿命化事業（道路メンテナンス事業） 

 ・橋りょうの修繕等 
建設部 

道路ストック更新事業 

 ・トンネル、舗装、横断歩道橋、道路照明、法面盛土擁

壁などの修繕等 

建設部 

ロードヒーティング更新事業 

 ・ロードヒーティング設備の更新等 
建設部 

JR 小樽駅前広場再整備事業 建設部 

街路樹剪定等事業 建設部 

鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業 建設部 

6-2-2 災 害 ボ ラ ン

ティアの活用体制の

整備 

ボランティア育成事業費補助金 福祉保険部 

7-1-1 歴史文化資源

の保全及び防災対策

等 

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成

金 
建設部 

消防設備整備事業（旧日本郵船㈱小樽支店） 教育部 
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